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1 報告書概要

ＥＣＯＭビジネスプロセスＷＧ商品情報記述ＳＷＧでは、ＥＣＯＭフェーズ２の活動報

告書として、企業消費者間電子商取引において消費者が商品／サービス内容の情報を平易

に検索・収集できるような環境を実現することを目的に、以下の各テーマに基づく情報収

集とその整理を行い、これに伴う分析検討と提案を成果物としてまとめた。

１） 本ＳＷＧとして商品情報記述をテーマとするに至る過程をＥＣＯＭ設立からの課題意識の変

化の観点から位置付けた。

２） 消費者ＥＣにおける商品／サービス内容の情報検索・取得方法に関する調査を行ない各

事例における問題点を分析検討した。

l 商品／サービス内容の情報検索・取得方法の調査にあたっては、以下の検索・取得方

法についての事例を収集した。

l 形態別分類

・ ポータルサイト（検索エンジン系、インターネットプロバイダー系、情報出版系）

・ 老舗サイト（百貨店系、専門店系）

・ 比較サイト

・ コミュニケーションツール（ニュースグループ、電子メール、掲示板、チャット）

・ オフラインメディア（カタログ、新聞・雑誌・書籍、クチコミ、その他）

l 検索要素技術別分類

・ キーワード検索（ロボット型、ディレクトリー型）

・ 商品分類検索／商品コード検索

・ メタデータ検索

２）商品／サービス内容の情報検索・取得における問題点解決案として、商品／サービス

情報モデルの設計とこれに伴う、「標準概念辞書」　の提案を行ない、その構築・運営

方法について考察を行なった。

３）商品／サービス内容の情報記述以外にも「標準概念辞書」によるメタデータを共有す

べき分野の抽出を行ない、その必要性についての考察を行なった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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2 ＥＣ普及拡大への問題意識の変化

本報告書では、事業者・消費者間（ＢｔｏＣ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｔｏ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ）の電子商取引において

取引対象である商品／サービスの内容がどのように記述されていれば、インターネット上で検索さ

れる際にその能率が向上し、「検索される」＝「取引される（買われる）」かどうかについてを主題とし

ている。

このようなニーズは、インターネット上での事業者・消費者間電子商取引の普及上の課題意識と

してはどのような位置付けとなっているのであろうか。まずはＥＣＯＭにおける調査・研究テーマの

変遷を紹介し、次に本調査研究の前提として行った事業者・消費者間ＥＣ普及阻害要因調査とそ

の分析によって、商品情報記述の問題がＥＣ普及課題においてどのような位置付けなのかを述べ

る。

2.1 当初の課題意識

平成８年１月に電子商取引実証推進協議会（ＥＣＯＭ）が発足し、同年４月に活動を開始したとき、

ＥＣビジネス構築／運営上の技術的なテーマに関する調査・研究を目的とした作業部会は４つあっ

た。その４つの作業部会内容と平成 10 年 3 月末までの２年間での各々の主たる成果を以下に記

す。

l モール構築技術検討

l 商品属性情報標準化検討

l 複合コンテンツ対応技術（エージェント機能）検討

l コンテンツプロバイダ／モール間ビジネスプロトコル検討

平成 7 年末、インターネット上でモールが殆ど立ち上がっていない状態でモール運営上の課題

となるであろうテーマを予測し、電子商取引実証推進協議会を立ち上げる際にモール運営技術に

関する調査研究テーマとして設定したのが上記の 4 つのテーマである。ここではどんな検討が行な

われ、いかなる結論を導いたのだろうか。

2.1.1 モール構築技術検討

この作業部会では、クライアント側の表現・表示及び操作性に関する技術実証評価モデルの作

成を行なった。まず、モールを構成する技術要素を、

l ユーザーインターフェース実現技術

l 表示技術
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l 表示データ蓄積および検索技術

l システム構築技術

l 決済手段構築技術

l 商品発送手段構築技術

l セキュリティ技術

の７つに整理し，このなかでモールシステムを評価する際に他の要素技術調査研究と輻輳しな

い、商品の展示（表示）に関わる論理サーバに関する技術、すなわち、

l ユーザーインターフェース実現技術

l 表示技術

l 表示データ蓄積および検索技術

l システム構築技術

の４つのカテゴリーに絞り、これを検討対象とした。一方、これら要素技術のカテゴリーに対して、

典型的なモールにおけるビジネスフローをもとに抽出した、

l ナビゲーションフェーズ

l プレゼンテーションフェーズ

l 商品確認フェーズ

l 見積フェーズ

l 注文フェーズ

l 決済フェーズ

l 商品発送フェーズ

以上の７つのビジネスプロセスをクロスさせて消費者の利便性、実装上の費用対効果などの観

点から評価モデルを作成した。

結論として技術革新の速度を考慮し信頼性設計・性能設計上の言及は避け、必要機能項目の

評価中心の、コンパクトで実用的な取りまとめとなってはいるが、一方で実際に現行モールの評価

にまで踏みこめなかった点は残念である。また、技術的視点からの要素技術の調査研究を推進す

るより、消費者にとっての利便性や個人情報の保護、セキュリティ対策上の法制度の整備こそ早急

に行うべき。という結びの言葉が当時におけるモールビジネス参入の現場での実感と世間一般の

問題意識の乖離をよく表わしている。

（参考文献：モール構築技術実証評価モデル（表現・表示及び操作性）１．０版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子商取引実証推進協議会　　平成１０年３月）
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2.1.2 商品属性情報標準化検討

この調査検討作業部会のテーマは、消費者ＥＣにおける検索の対象となる商品やサービスに関

する情報を記述する際の属性項目情報の標準化に関するものである。消費者ＥＣの市場の立ち上

げのためにも予めエージェントソフトの動作しやすい環境を整備しておくことが重要で、商品／サー

ビスが属する業界や言語の垣根を越えて且つマシンアンダスタンダブルな情報検索環境をいかに

整備したらよいのかについて検討を行ない、調査研究の成果として以下の 3 点を報告した。

l 商品情報記述検討用商品／サービス分類表

l 商品／サービス群別商品属性情報モデル

l 商品情報記述に関する調査報告

2.1.2.1 商品／サービス分類表

まず一番に考慮したのは，消費者ＥＣで対象になるであろう商品の流通とは言え、大概の商品は

その流通過程において製造事業者－卸売業者－小売業者のようなルートを現在持っており既にＥ

ＤＩ化が進んでいる業界も多いという事実である。製造事業者のさらに上流にも生産材に関するＥＤ

Ｉが構築されている例も少数ではなく、この大きな流通連鎖の中では消費者ＥＣは単に末端部を構

成しているに過ぎない。このことは消費者ＥＣに関する検討が単にモールと消費者の間だけで完結

してはならないことを示している。

そこで商品属性項目を商品／サービスの分類ごとに抽出するにあたり、主にＥＤＩを推進する業

界のグループを参考にしながら、以降の議論の単位を整理するため商品／サービス分類図を作成

した。

2.1.2.2 商品属性情報モデル

商品属性情報モデルとしては、まずスキーマ定義情報と商品属性情報本体、およびスキーマ意

味情報と標準概念辞書の４レイヤーから成り立つ、一般的な商品属性の論理モデルを想定した。そ

の上で、各商品／サービスが属する業界におけるＥＤＩなどの標準化の先行事例があるものはこれ

を参考にしつつ、消費者の観点から商品選択の際に必要と思われる項目を加えて商品グループご

とに商品属性情報モデルとして一表にまとめた。

これは、現時点で検討可能な、消費者ＥＣの対象になるであろうあらゆる商品・サービス群に関し

て同じ視点からその商品属性情報モデルを検討・作成してみることにより、任意複数の商品群を跨
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跨った商品情報検索を行う際に商品属性情報間の意味の関連付けを行う標準概念辞書作成のた

めの基礎的なデータ収集という意味合いを持っている。

2.1.2.3 商品情報記述に関する調査報告

商品情報の記述に関し、国際的にも積極的に先駆的試みを続けるＭｕｌｔｉ－Ｓｃｈｅｍａ Ｍｅ

ｔａｄａｔａ Ｆｏｒｍａｔ（ディジタル・ビジョン・ラボラトリーズ社：日本）とＰｏｒｔａｂｌｅ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄ　Ｏｂ

ｊｅｃｔ（東京大学坂村研究室：日本）を紹介し、前節に述べた商品グループごとの商品属性情

報モデルと一部の属性値例をそれぞれの記述方法で表記した。

また、同時にＷ３ＣのＲＤＦ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ）プロジェクトの動向に

ついては当時の最新の情報を紹介している。

2.1.2.4 結論

商品情報の検索環境に関しては、国際的な相互運用性を確保し国内での経済環境の変

化に素早く適合するために、中途半端な標準化によって各業界独自の文化を縛ることなく、む

しろ各業界の語彙を相互に翻訳可能な「標準概念辞書」に登録・動的に運用していくことが

国際的にも通用する商品属性情報の「標準化」の具体的な姿であるとしている。

（参考文献：商品属性情報標準化に関する調査報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子商取引実証推進協議会　　平成１０年３月）

2.1.3 複合コンテンツ対応技術検討

この調査検討作業部会では消費者ＥＣ普及に向けて、消費者エージェントがその真価を発揮し

うるための機能、技術、環境を支えるハードウェア、ソフトウェア、コンテンツウェアを収集・分類・整理

しこれらを取捨選択するため、コンテンツプロバイダー特に複合コンテンツ対応ビジネスとして新規

参入を目指す事業者にとって参考となる評価モデルを取りまとめた。この報告書は以下の３つで構

成されている。

l カテゴリ表

l 要素技術表

l エピソード検証表

2.1.3.1 カテゴリ表
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カテゴリ表は報告書上ではユーザニーズに関する検討と表現されているが一般にはもう少し広

い概念を有している。むしろ消費者エージェントへの与件としたほうが実態に近いと思われる。いず

れにせよ消費者がＥＣにアクセスする際の背景をｗｈｏ、ｗｈｅｒｅ、ｗｈａｔ、ｈｏｗとして以下のように整理

したものである。なお、一般的に言われる５Ｗ１Ｈと比較するとｗｈｅｎの要素はｗｈｏとｗｈｅｒｅに吸収

し、ｗｈｙ（理由・動機）には踏み込まないこととした。するとこのうち、ｗｈｏとｗｈｅｒｅがユーザ・カテゴリ

に対応し、ｗｈａｔとｈｏｗがコンテンツ・カテゴリに対応する事がわかる。

(1) ｗｈｏ

ｗｈｏは消費者自身について表す。例えば、

l 商品購入に関する具体的目的意識

l 商品知識

l 検索スキル

l 購入意思

などについての分析である。

(2) ｗｈｅｒｅ

ｗｈｅｒｅは消費者が利用する電気通信上のコミュニケーションツールに関しての分析である。

l ＰＣの占有度・利用目的・可搬性

l データ格納能力（補助記憶デバイスの種類と容量など）

l インターフェース（入力方法・出力方法など）がこれの該当する。

(3) ｗｈａｔ

一方ｗｈａｔは検索対象のコンテンツ自身の特性に関する以下のような項目である。

l 商品性質（商品情報記述に関する構造化の度合・方法など）

l 商品カテゴリー（関連商品に関する検索性の有無）

l コンテンツプロバイダー間の関連性

l 販売形態（店舗の有無など）

(4) ｈｏｗ

そしてｈｏｗは事業者側のビジネス形態のカテゴリーで以下のようなものである。
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l 受動的販売（ニーズ無視、ニーズ重視）

l 能動的販売（ニーズ無視、ニーズ重視、ニーズ創造）

l 強制販売（無目的、有目的）

2.1.3.2 要素技術表

複合したコンテンツをＥＣ上検索するエージェント技術を構築するにあたって必要とするような要

素技術を広く収集し以下の１０の分類に従って整理・解説したものである。

l クライアント側（共通環境、要求表現、要求理解、要求変換）

l サーバー側（共通環境、要求変換、要求理解、要求処理）

l インフラストラクチャー（プロトコル、サービス）

2.1.3.3 エピソード検証表

以上のように広い範囲から収集し整理された要素技術をカテゴリ表によってクロスさせながら、単

なる要素技術の紹介ではなく、実用場面をも整理し表現するためのサンプルエピソードを１０篇収

めてある。例えば、「今度のデートに履いていく赤い靴を買うＯＬの場合」というテーマをもとに、５００

字程度のシナリオを設定し分析することによりカテゴリー表における各パラメータ値を仮定し、要素

技術表から個々の用途に相応しい要素技術を研究／実証／商用に分けて提案する形式となって

いる。

2.1.3.4 結論

発表されて２年近くの月日が経ち、読み返して驚くのは今、先端を走っているといわれるＥＣ上の

要素技術のいくつかが既に収録されていることである。が、さらに驚くのは当時は注目されていたに

も拘らず、もう誰も見向きもしない要素技術もかなり含まれていることである。極めて先進性の高い、

志の高い評価モデルを構築したことには間違いないのであるが、１年メンテナンスを怠るだけでそ

の評価は非常に難しくなってしまうことにこの手の評価モデルの持つ難しさがある。技術革新のスピ

ードの速さと目的の広さからこのような調査研究において要素技術の動向そのものを追いかける難

しさを感じると同時に仮にこれが継続できた際に蓄積される知の価値の有用性に思いを馳せずに

はいられない。

（参考文献：複合コンテンツ対応技術に関する評価モデル（１．０版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子商取引実証推進協議会　　平成１０年３月）
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2.1.4 コンテンツプロバイダ／モール間ビジネスプロトコル検討

この調査・検討作業部会では消費者・企業間のビジネスモデルに焦点をあて、ＥＣ環境の現状

調査・分析を行ってきた。成果物として以下の２つがある。

2.1.4.1 「消費者・企業間ＥＣにおけるビジネスモデル解説書」

この報告書では米国及び日本のＥＣサイトのビジネスモデルに関する調査とその分析を行った

もので、概要は以下の通り。

(1) 消費者・企業間ビジネス動向

米国のＥＣビジネスを中心にその傾向、収入モデル、分野別動向を分析した。

(2) ビジネスモデルの分析

実存するＥＣサイトのビジネスモデルを分野と収入構造から分析した。

(3) ＥＣビジネス成功事例

米国で成功している３０サイト、日本で成功している５０サイトの事例についての成功要因の

分析を行った。

この調査は現在もビジネスプロセスＷＧビジネスモデルＳＷＧにおいて定点調査的に継続中で、

ビジネスモデルごとの盛衰やＥＣビジネスにおける先達とされる米国における傾向の日本への波及

状況などこのあとＥＣビジネスに参入を考える際には非常に参考になるだけではなく、今後順調に

継続されていけばごく初期からの日米の消費者事業者間ＥＣの変遷を余すところなく伝える、歴史

的に非常に重要な調査・研究となることは間違いない。

2.1.4.2 「消費者・企業間ＥＣにおけるビジネスプロセス解説書」

この報告書ではビジネスモデリングの具体例の紹介と比較を行っている。概要は以下の通

り。

(1) ビジネスプロセス・ビジネスモデルの記述方法

異なる体系のビジネスプロセスを統一化された記述方法で文書化するための方法論につ

いて言及した。

(2) 消費者・企業間ＥＣのビジネスプロセス・ビジネスモデル

消費者ＥＣの対象となりそうな代表的な商品／サービス、１４品目についてその取引過程の
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ビジネスプロセスを分析した。

こちらもインターネットに代表されるオープンネットワーク上での、不特定多数の一般消費者を対

象とした商取引を対象商品ごとに分析したものでモール、出店者、配送業者、決済機関などＥＣ関

係者の役割を明確に分析したユニークな解説書となっている。

（参考文献：消費者・企業間ＥＣにおけるビジネスモデル解説書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子商取引実証推進協議会　　平成１０年３月

　　　　　消費者・企業間ＥＣにおけるビジネスプロセス解説書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子商取引実証推進協議会　　平成１０年３月）

2.1.5 まとめ

日本の消費者ＥＣ黎明期のこの時期（平成 8 年 4 月）、暗号・認証・決済などのＥＣにとって基本

的な社会インフラとも言える要素技術ですらままならない状態の中で、これらの社会インフラ整備後

のＥＣビジネス構築・運営上の課題を論ずること自体にそもそも無理があったことは否めない。すべ

ての前提が時期尚早かつ暗中模索の中での調査・研究だったが、３次元モール構築、消費分類に

依らない一元的な商品情報記述標準化、そしてＢｔｏＣにおけるビジネスモデリング技法の適用など

は議論の結果見送られ、それらの結論を導き出す過程の中から、消費者保護や個人情報保護、商

品情報記述における動的標準化、そして成功サイトへのヒアリングによるビジネスモデルの定点観

測化など、次につながるテーマが次々に生み出されていった。

2.2 消費者ＥＣ普及阻害要因調査

続いて、平成１０年６月時点での消費者ＥＣにける普及阻害要因調査の結果を簡単に紹介する。

この頃になるとインターネット上での消費者ＥＣも実証実験から始まった先駆者たちの様々な試み

が一通り結果を得た状態となり、それぞれが次への意思決定を終えた時期でもある。あるものは改

良を加え更なるビジネスチャンスへの挑戦に備え、あるものはここで得たノウハウを他分野で生かす

べく準備している。そんな時期に行なったこのＥＣ普及阻害要因分析が、本来の意味での阻害要因

が漸く顕在化してきた状態での初めての分析になっていると思われる。
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2.2.1 調査目的

消費者個人、および事業者（ここでは特に中小企業事業者）にとって、ＥＣ普及拡大に関する阻

害要因の抽出を行う。

2.2.2 調査対象

2.2.2.1 ＥＣ実証実験プロジェクト

平成 7 年の政府補正予算による１９のＥＣ実証実験プロジェクトが平成10 年3 月に最終報

告を行ったのちに電子商取引実証推進協議会が各実証プロジェクトに対してアンケートを実

施している。その回答中、ＥＣの普及課題に関する自由記述による回答を整理集計した。回答

はすべて各実証プロジェクト参加の事業者の観点による普及阻害要因の記述である。

2.2.2.2 ＷＥＢ上で公開されている調査の収集と集計

平成 10 年 6 月時点において、検索エンジン「ｇｏｏ」のサイトで「ＥＣ（または電子商取引）」、

「普及」、「課題（または問題点）」のＡＮＤ条件にて検索を実施したところ合計８０００余件のヒッ

トがあり、これらのなかから消費者または事業者の立場からＥＣの普及阻害要因を言及してい

るものを抽出したところ同一団体が複数の調査結果を発表しているものも含み２０の各種団

体・コンソーシアムなどの調査結果を収集することができた。その中から、ＢｔｏＣの電子商取引

に関わる普及阻害要因を問うている項目を抜き出し、調査対象を消費者個人・事業者に分類

して論点を整理した。参照した調査のＵＲＬは以下の通り。

l サイバースペースジャパン（ＣＳＪ）　http://www.csj.co.jp/

l ＪＩＳＡ http://www.jisa.or.jp/

l （社）流通問題研究協会 http://www.idr.or.jp/

l サイバーモール協議会 http://www.cybermall.org/

l 郵政省 http://www.mpt.go.jp/

l ＪＥＩＤＡ電子決済システム専門委員会 http://www.jetcom.jeida.or.jp/

l "Yahoo!　JAPAN　ＷＥＢユーザアンケート" http://www.yahoo.co.jp/

l (株)社会調査研究所 http://www.mictokyo.co.jp/

l ニューメディア開発協会 http://nmda.or.jp/

l "NRI CCP 利用者アンケート http://www.nri.co.jp/index-j.html

l "NRI CBP ホームページ利用意識アンケ ート http://www.cyber-bp.or.jp/
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l "メーリングリスト LIFE オンラインショッピングの評価と課題"

http://mom.nsc.cae.ntt.co.jp/life/

l InfoCOM“マルチメディア上の利用規則のあり方を考える”“ISP のサービス展開”

http://www.icr.co.jp/

l ＥＣＮインターネット・ユーザ調査 http://www.commerce.or.jp/

l 経団連 http://keidanren.or.jp/

l 日経 BP“社長の情報システムに関する意識調査"http://www.nikkeibp.co.jp/

l 電子商取引実証推進協議会 http://www.ecom.or.jp/

2.2.3 消費者から見た EC の普及課題（集計結果１）

この調査で抽出された、消費者の目から見たＥＣの普及阻害要因は以下の７つである。これらの

問題点の要旨と当ＷＧ立ち上げ当初の解決策案を以下に示す。より我々の調査研究に引き寄せ

た検討テーマが抽出できる場合には、「検討テーマ」として併せ記述しておく。

2.2.3.1 消費者マーケットの問題

(1) 問題点

l 消費者マーケットが未成熟であり、成熟を促す対策が必要とされている。

l 現在のインターネット環境では、利用者に PC や通信に関するある程度の知識が要求

される。

l インターネット上の決済環境をセットアップするための手間がかかりすぎる。

l 消費者リテラシーの問題とは、具体的には自己責任意識、問題解決能力、情報収集・

利用能力のことである。

(2) 解決策

l リテラシー教育(学校教育、社会教育、企業・マスコミの対応、家庭での消費者教育)

l 消費者サポート(クライアントツールの整備・共通化・標準化、レイティング、相談窓口等)

2.2.3.2 インターネット環境の問題

(1) 問題点

l 高い通信費、遅いデータ転送速度等に代表される通信環境の諸問題。
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2.2.3.3 取引の安全性・信頼性の問題

(1) 問題点

l 事業者の信用確認方法の欠如

l プライバシー侵害に対する不安感

l 消費者が安心して参加できる取引プロセスが未成熟

l 利用者の問合せ窓口の未整備

(2) 解決策

l 消費者に対する信用基準の提供(認定証・レイティング)

l 相談窓口の開設

(3) 検討テーマ

l EC かけ込み寺など消費者サポートの検討

2.2.3.4 魅力的な商品・サービス提供の問題

(1) 問題点

l そもそも現状のインターネット上には、消費者にとって魅力的な商品やサービスがない。

(2) 解決策

l 事業者に対する魅力的な商品・サービスを提供するビジネスモデル等の啓蒙

l 新技術による新しいビジネスの創造

(3) 検討テーマ

l 魅力的な商品・サービス提供を可能とするビジネスモデルの検討

l デジタルコンテンツ流通実験など新しいビジネスモデルの検討

2.2.3.5 商品・サービス検索の問題

(1) 問題点

l 膨大なホームページの中から消費者が欲しい商品・サービスを見つけることが困難。

(2) 解決策

l 商品・サービス検索の機能・性能を向上させるための基盤整備

l 新しい検索技術の開発
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(3) 検討テーマ

l コンテンツ記述の共通化(商品記述の標準化と概念辞書の作成)による共通検索エン

ジンの実現推進

l 個人情報(消費者属性情報記述の標準化)によるリコメンド型検索の実現推進

2.2.3.6 決済の問題

(1) 問題点

l 各事業者が採用する決済方法がバラバラ。

l 利用者側環境の設定が複雑。

l お店側の信頼性も含む決済に関する不安感。（不正請求や盗用など）

(2) 解決策

l 決済インフラ整備の加速。共通運用の促進。

(3) 検討テーマ

l 共通決済ゲートウェイを使った分散型決済モデル等、共通決済基盤の検討

2.2.3.7 配送の問題

(1) 問題点

l 発注後の処理進行状況の確認を含む情報提供が必要。

l 配送コストの削減、配送のスピードアップ、不在宅への配送問題

(2) 解決策

l 宅配システムの効率化。共同運用化。

l 検討テーマ

l 宅配型インターネットビジネスと地域物流システムの共同利用等新しいビジネスモデル

の検討、事業化促進

2.2.4 事業者（とくに中小企業）から見た EC の普及課題（集計結果２）

一方、事業者、特に中小企業のＥＣ参入事業者から見たＥＣの普及課題は以下の 8 項目として

阻害要因を同様の調査から抽出することが出来た。

2.2.4.1 仮想世界の販売活動
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l マーケティング手法の開発

l ＨＰ内容の創意工夫

l インターネットに適したマーチャンダイジングが必要

l 表示情報の品質

2.2.4.2 検索技術などユーザインターフェースの改善

l 辞書の改善・整備

l あいまい検索の許容度強化

l 専門的過ぎる

l 目的の商品に辿り着くまでの時間・手間がかかる

l アプリケーションの操作性向上が必要

l 注文手続きが面倒でセキュリティ処理に時間がかかる

l 暗証番号の誤り入力による取引不成立（複数の暗証番号を管理するのは煩雑）

2.2.4.3 ソフトウェア環境の改善

l 電子決済用ソウフトウェア

l 暗号鍵のローカル生成

l クライアントソフトのスリム化

l コンテンツの配信方法

l ソフトウェアの相互接続性

l 利用できるＯＳ・ブラウザーに制限がある

l ３次元インターフェースはアクセスが遅く、大きなメモリ容量が必要

l 決済のセットアップが複雑

2.2.4.4 電子決済システムの整備・確立

l ＳＥＴ以外の商品購入手続き

l 既存の決済手段が使えない

l ＥＣ用カード発行に時間がかかる

l 決済方法が複雑
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2.2.4.5 標準化整備

l ビジネスプロトコルの標準化

l デジタルコンテンツは受取り否認を防ぐ仕組みが必要

l インバスケット方式ではＳＥＴの処理時間が掛かり過ぎる

l クライアントソフトのスリム化

l 複数の暗証番号を管理するのは煩雑

2.2.4.6 仮想社会の仕組み

l 証明書取得の手続きが煩雑

2.2.4.7 実世界との共用

l 仮想世界用のクレジットカードの新規取得

2.2.4.8 普及・啓蒙、その他

l 消費者リテラシーが必要

l ＥＣの啓蒙・普及に向けた公的機関の対応が望まれる

l 消費者対応窓口の設置が必要

l 苦情窓口へのＥＣ取引以外の照会が多きこれに対応する体制の整備

l クレジット番号入力に抵抗感

l 取引の安心感を醸成してほしい

l 通信費が割高

l セキュリテイへの不安

l 地方居住者のアクセスポイントが少ない

l 利用者端末の操作が難しい

l 海外取引のトラブル対策に難がある

l ショップの信用に不安

l 電子メールによる質問・意見への対応に姿勢が不明確

2.3 ＥＣＯＭでの調査・研究にあたって

上で述べたような課題の解決はＥＣの普及に対し直接影響を与える非常に大切なテーマである
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ことには変わりがない。しかし、公共的な利益の名の下に無闇にすべてが一様に解決されれば良い

と言うことではないことは注意すべきである。むしろ独自の技術の導入やビジネスモデルの工夫を

重ねて解決することによりビジネス上の競合相手との差別化要因を得て、中小の事業者が大企業

相手に大きなアドバンテージを生み、巨万の富を得ることも稀ではない。また、多くの事業者たちが

先んじてすでにいろいろ工夫をして解決している課題について、後発の公共的な仕組みが課題の

解決を独善的に行なった場合、それ自身は誰も使わないような仕組みになってしまいかもしれない

し、最悪の場合（例えばこの仕組みが法律だった場合）には多くの事業者にとってビジネス発展の

ための大きなチャンスを摘み取ってしまい、ネットビジネス全体の足かせとなってしまうことも充分あ

り得る。

私たち電子商取引実証推進協議会にとって、ＥＣの普及拡大は大きな命題であり、ここまで論じ

てきたような課題の解決は普及を阻害する要因の除去に寄与することは事実であるが、課題解決

にあたっての方法とその実効性に関してはさまざまな観点から充分な議論を尽くす必要があること

は肝に銘じておく必要がある。
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3 調査・検討対象と課題

ここまで紹介してきた消費者ＥＣにおける普及阻害要因のなかで、当調査・研究においては、次

のことに注目する。即ちインターネットを使った商取引で当初皆が期待した、魅力的な商品やサー

ビスがなかなか事業者から消費者に送り届けられていないという意識が溜まり始めているということ

である。消費者から言えば、自分の欲しい商品になかなか出会えない。事業者側から言うと自社製

品の販促が思ったようにうまく行かない、顧客の嗜好が見えてこない、と言ったところであろうか。

そこで本調査研究においては、この課題を個々のＥＣ参加者独自の努力についてではなく、ネッ

トワーク全体がもつ構造上、あるいは環境上の課題として捉え、問題点の抽出と整理、対策の提案

を最終目的とする。

まず、電子商取引のプロセスのうち、消費者が実際に目指す商品／サービスと出会うまでのプロ

セスの種類にはどのようなものがあり、現状ではどのような状況なのだろうか。

3.1 商品情報の検索・閲覧と比較

取引に先立ち、対象となる商品／サービスに関する情報を収集するのは特にＥＣに限ったことで

はないことには論を待たない。ここでポイントとなるのは

l 消費者本人のニーズの把握

l 消費者本人のニーズの記述

l 商品／サービスの属性情報記述の獲得

l 消費者ニーズと商品情報記述の比較

l 評価と比較

などの細かいプロセスであり、本調査・研究の最終目的はこれらの細かいプロセスにおける一般

的な相互運用性の確保することにより、消費者が自分の希望する（または希望するであろう）商品や

サービスに数多く出会え、より多くの選択肢の中から自由に最終的に購買行動に移るべき対象を

見つけることにある、と言い換えることができるだろう。

3.2 商品情報検索・閲覧の現況

ここでは現状での電子商取引で、取引の対象である商品／サービスの内容の情報はどのように

流通しているのかを、取引のプレイヤー相互間の属性により以下の様に、特定ＢtoＢ間、不特定Ｂto

Ｂ間、不特定ＢtoＣ間の３つの分類で述べる。特定ＢtoＢ間、不特定ＢtoＢ間についてはあくまで参

考として紹介する。
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3.2.1 特定ＢｔｏＢ間取引

一般にＥＤＩと呼ばれている、特定業界内での事業者間でのデータ交換上での標準である。殆ど

は業界団体が中心となって標準化が行われ、実用化後のメンテナンスも業界団体に窓口を設けて

いる。また、ＥＤＩが導入されている業界は生産財に関するものが殆どであるが、本調査研究はそも

そも消費者企業間取引をメインに考えているので、以下では、消費財を取り扱うＥＤＩについての実

例について述べる。

3.2.1.1 ファッション商品（繊維業界）

(1) 業界あらまし

現在、日本の大手小売業で扱われている商品の中で大きな位置を占めるのが衣料品であ

る。商品の大分類で示すところの衣料品＝ファッション系の商品である。

ファッション系の商品は、大まかに分類すると婦人服、紳士服、婦人(紳士)用品、子供服、

呉服、スポーツ用品などがそれにあたる。象徴的に言うならば百貨店などでフロアー別に構成

されている各フロアーの分類で、この括りが中分類となる。もちろんすべて百貨店が同じくフロ

アー構成をしているものではない。たとえば、婦人肌着洋品、紳士肌着洋品などのように紳士

フロアーや婦人フロアーで販売されている商品でも、ある店では独立のフロアー（子供肌着洋

品まで含め）、で構成されたり、スポーツが文化用品のフロアーで展開される例があるなど、小

売側のマーチャンダイジングの違いでその分類が一様でないものもある。しかし一般的には、

衣料をメインとし関連する身の回り品までを括りとしてファッションに定義されている。

参考にＪＩＣＦＳでの商品分類を以下に示す。

衣料・衣服  【中分類コード １ 】

０１ 肌着・靴下

０２ 子供衣料

０３ 紳士衣料

０４ 婦人衣料

０５ スポーツウェア

０６ 呉服

０７ フォーマル

０８ ジーンズ
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１１ 乳幼児衣料

１２ 乳幼児洋品

１３ 少年用衣料

１４ 少女用衣料

１５ 成人男子用衣料

１６ 成人女子用衣料

１７ ファンデーション類

９７ 一般衣料・衣服

身の回り品  【中分類コード ４ 】

０１ 子供服飾

０２ 紳士服飾

０３ 婦人服飾

０４ 和装用身の回り品

０５ 袋物

０６ かばん

０７ かさ・つえ

０８ 扇子・うちわ

０９ 装身具

９７ 一般身の回り品

また、ファッション商品はその特徴として季節性や流行があり商品のライフサイクルが日用

雑貨、文化用品よりも短い。さらに、同じスタイルでも色、サイズ、素材などの違いによりアイテ

ム数が多く、同一商品の生産数が少なく単品管理の難しい商品群でもある。

さらに、その取り引きの歴史から、取り引き形態も業態により多岐に渡っており、百貨店のフ

ァッションを例にとると、その取引き形態の類型は以下のようになる。他の業態の小売店でも以

下の取引形態、またはそれ以外の商品が売り場において混在する状況はほぼ同じである。

l 一般買取り(委託販売)

l 完全買取り
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l 売上仕入れ（消化仕入）

l テナント

(2) ＥＤＩの実態

ファッション商品のＥＤＩ化は、「流通システム開発センター」（通商産業省産業政策局管轄）

と「中小企業総合事業団」（通商産業省生活産業局管轄）が取り組んでいる。「中小企業総合

事業団」はＱＲ活動等を行なってきた「繊維産業構造改善事業協会」など中小企業関連の 3

種類の政府外郭団体における事業を引き継いで平成 11 年 7 月 1 日に発足した新しい団体

である。

ＥＤＩである「繊維産業ＥＤＩ標準」は９７年１月に繊維産業構造改善事業協会（当時）が第１

版改訂版を発行し、広く関連する業界に意見を求めたため、百貨店協会もＱＲに遵守するも

独自の意見を取り入れた「百貨店商品コードメッセージ」を作成した。ＱＲは日本の代表的な

ファッション業界の業界団体である「アパレル産業協会」が母体となっているため、消費者ＥＣ

における商品情報流通を考える上でも常に動向を注意すべき存在だが、「流通システム開発

センター」が進める国際標準の「ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴ」の動きも同様に考慮していく必要がある。

(3) 商品情報の流通と検索

上に述べた繊維産業構造改善事業協会（当時）による平成９年１月第 1 版改訂の「繊維産

業ＥＤＩ標準」は小売り～アパレル間の各種業務をＥＤＩで実施する際に必要となるメッセージ

の表現方法について標準を定めたものである。利用対象者は、小売業・アパレルメーカー・衣

料品卸売業など“衣料品の取引に関わる者”だが、衣料品を取引する場合は、上記の業者以

外もこのメッセージの利用は可能である。また、衣料品の他、タオル・寝具などの身の回り品の

取引への応用も可能である。

ＥＤＩ標準取引項目(標準ﾒｯｾｰｼﾞ)としては、“小売り～アパレル間”、“アパレル～テキスト

間”に大別し、例えば“小売り～アパレル間”なら「発注」から「ＱＲＣカタログ抽出結果」まで１８

の情報区分コードが設定されている。また、標準ＥＤＩの規約としては、“ＣＩＩシンタックスルール

（管理機関；財団法人日本情報処理開発協会）”が採用されている。“ＣＩＩシンタックスルール”

は可変長ＥＤＩ方式で、国際取引対応として（財）流通システム開発センターが中心となって進

めている“ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴ”への調査・研究も行っている。

以上がファッション商品に関する標準メッセージの位置付け及びこれを用いたＥＤＩ利用に
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ついての実態である。そして肝心のこの標準メッセージ形式を利用してやり取りされるデータ

内容のほうであるが、ＪＡＮコードをベースとした「ＱＲコードセンター」(９７年１０月より繊維産業

構造改善事業協会内に設置)が稼動し、アパレル／卸業と小売業間で共通したファッション商

品関連の属性情報の標準化と共同データベースの管理をおこなっている。

「ＱＲコードセンター」で管理しているデータは以下の通り。

l スタイルデータとその属性データ

l ＪＡＮコードデータとその属性データ

l 企業データとその属性データ

l カラーコード

l サイズコード

l 商品分類コード

l シーズンコード

また、ＱＲコードセンターではバッチ・オンライン両方によるデータ照会サービスを提供して

いる。

（参考文献：商品属性情報標準化に関する調査報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子商取引実証推進協議会　　平成１０年３月

　　　　　　　繊維産業ＥＤＩ標準

　　　　　　　　　　　　　　　　繊維産業構造改善事業協会　　平成 9 年 1 月第 1 版改訂

　参考ＵＲＬ：中小企業総合事業団

　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.jsbc.go.jp/tira/index.htm）

3.2.1.2 ステープル商品

ここでは現在の消費材物流商品の中でも中心的な存在である、ステープル商品のＥＤＩの状況と

そこでの商品情報の流通について述べる。

(1) ステープル商品とは

一般に販売購入されている物流商品のうち、日用雑貨・加工食品を中心とする、以下の

特徴をもつ商品群はステープル商品と呼ばれている。

① 分類上の位置づけ

A. 特徴

l 日常生活を営むための必需品・最寄品が中心である。
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l 購入単位は小さく、購買頻度が高い。また、価格は安価な商品が多い。

l 商品のライフスタイルが比較的長く、季節等に縛られることが少ない。

B. コード化

l ＪＡＮ化率が高いため、商品情報のキー項目はＪＡＮコードとしている。

l 商品を区分けする場合の分類コードはＪＩＣＦＳの分類コードを採用している。

尚、ステープル商品とは別に、多頻度で購入されるものに生鮮商品がある。

C. 生鮮商品との区別

l 季節の変化により、生産品の品目が異なる。天候によって、出来高、品質が異

なる。

l 需給状況により、価格が大きく変動する。相場に大きな影響を受ける。

l 普遍性の高い商品（野菜類）と嗜好性の高い商品（果物、鮮魚類）がある。

l 定貫商品と不定貫商品があり、計量をともなう商品も数多い。

l 賞味期限、消費期限が定められている商品が多い。

生鮮商品の場合は以上の特徴があり、ＥＤＩ上もステープル商品とは一線をおいた

取り扱われ方をされているため、本調査・研究においては別の商品カテゴリーとして取

り扱ってきた。

D. ビッグチケット商品

l 冷蔵庫、エアコン等の大型家電商品

l タンス、机、ベッド等の大型家具商品

l その他の大型商品

また、生鮮商品とは反対に、上に挙げたようなビッグチケット商品は商品流通上の性

格からステープル商品の中でも特別な部分集合を形成しているが、これは商品情報流

通上においてはステープル商品としての性格を充分満たした上での事であるので、本

調査研究では、ステープル商品の一部として取り扱ってきた。

E. 商品例

おもなステープル商品の例を参考のために列挙する。

a) 食品

加工食品、菓子、飲料・酒類、その他

b) 日用品

日用雑貨品、医薬品、化粧品、家庭用品、ＤＩＹ用品、その他
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c) 文化用品

文具・事務用品、玩具、書籍、楽器・音響、情報機器、その他

d) 衣料・身の回り品

衣料・衣服、寝具・寝装品、その他

(2) 業界動向

ステープル商品を取り巻く業界では早くより、特に受発注データを中心にＥＤＩが普及し

ており、業界全般に浸透している。また、流通の際にバーコードとしてＪＡＮコードについても、

商品情報などの取引情報の共同のデータ登録センターとして（財）流通システム開発セン

ターが果たしている役割は非常に大きい。一方で、個別業界毎の特殊性や小売店毎の特

殊性もあり、適度な自由度を確保しながらこの標準ＥＤＩメッセージは運用されているといえ

る。

① 流通ＥＤＩ標準メーセージ

以下ステープル商品を形成する各業界共通で流通ＥＤＩ標準メッセージとして標準化さ

れている取引情報の種類を以下に記す。これらはすべて製造業～卸売業～小売を通して

利用されているものである。尚、標準メッセージは「電子化取引標準化調査委員会」で優先

度の高い１２種類のメッセージのデータ項目を「電子取引標準規約」に定めた役割定義に

測って整理し、ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴの標準をもとにその結果を流通業における標準メッセー

ジ集として開発したものを活用している。

l 商品マスター情報

l 発注データ

l 品切情報

l 在庫情報

l 陳列情報

l ＰＯＳ売上情報

l 発注勧告データ

l 入庫予定データ

l 受領データ

l 請求データ
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l 支払い（案内）データ

l 返品データ

② 個別業界毎のＥＤＩ推進団体

ステープル商品に関する業界は以下のような団体が存在する。この他にもいくつか業

界特有の標準が存在するものがあり、それぞれ商品、物流両面から独自な商習慣を反映

した事項がある。

A. 加工食品・日配食品

日本加工食品卸協会

食品業界企業間情報システム研究会

B. 酒類

全国卸売酒販組合連合会

全国小売酒販組合連合会

全国酒販共同組合連合会

全国酒類卸売業共同組合

C. 菓子

全国菓子卸商業組合連合会

全日本菓子協会

D. 日用品

全国日用雑貨化粧品卸連合会

日本化粧品工業連合会

E. 生活用品（家庭用品）

（財）生活用品振興センター

(3) 商品情報の流通について

ステープル商品を中心とした商品情報のデータベースシステムは、（財）流通システム開

発センターのＪＩＣＦＳ（JAN Item Code File Service）に集約されている。ＪＩＣＦＳではＪＡＮ

コードをキーとしてその商品名、容量・規格、サイズなどの商品情報を商品メーカーなどから

収集・整備し、これを小売業や卸売業、またはＶＡＮ会社やマーケティング会社に提供して

いる。ＪＩＣＦＳで収集・整備・提供を一元的に行なっているおかげで個々の企業での各社の
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の商品情報マスターファイルのメンテナンス作業が大幅に軽減され、また小売業等からの

発注データも正確に伝わるなど、業界全体に大きな影響を及ぼしている。

また、ＪＩＣＦＳは各地にサブコードセンターを設置して商品情報の登録が円滑に行なわれ

るよう努力すると共に、１０社を超えるディストリビュータと提携して商品情報提供に努めてい

る務めている。なお、ＪＡＮコードの商品メーカコードについては各地商工会議所、各地商工

会での取り纏めである。

（参考文献：商品属性情報標準化に関する調査報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子商取引実証推進協議会　　平成１０年３月）

3.2.2 不特定ＢｔｏＢ間取引

昨今、「電子調達」というキーワードで拡大していると伝えられるＥＣの分野である。ここでは日本

国内の電子調達に関しての先進企業と思われる企業のホームページでの電子調達展開を引用し、

それぞれの企業がインターネットでの電子調達活動を通じて何を意図しているのかを考えてみる。

3.2.2.1 国内の状況

(1) ＣＡＮＯＮ

まず、最初に紹介するのはキャノン株式会社の調達ＷＥＢページである。

（http://www.canon.co.jp/procurement/index-j.html）

最初が調達ページのトップ、次が新規取引開始までの手順のページである。まず調達ス

ローガンとして、「世界において、環境に配慮した高品質な物品をどこよりも安く、必要なとき

に、必要なだけ、効率よく調達する」を挙げ、次に調達基本方針として以下の 3 点を挙げて

いる。（ＷＥＢページより引用）

l 資材取引を通じて社会貢献するとともに、法律を守り、環境保証および資源保護

等にも十分配慮いたします。

l 資材取引に当たって、お取引先との相互協力により、信義誠実の原則を守り、「共生

の理念」の実現に努めます。

l キヤノンの経営方針に基づき、生産能力の確保、経営活動に必要な物品の購

入、品質維持向上ならびに原価低減をはかるために、国内外すべての企業に平等

に門戸を開放し、優秀なお取引先の開拓に努め、環境保証・品質・価格・財務状況

等の優れたお取引先を優先します。
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しかし、新規取引までの手順を読むと、調達担当との最初のコンタクトがこのＷＥＢページ

から行なうことができること以外は特に従来の調達方法と異なる仕組みを持っているように

は思えない。ここは、広く世界に調達のチャネルを広げていること。そして地球環境に配慮し

た調達を行なっていることの広告宣伝が行なわれていることが大きく強調されている。

そして、製品・部品の説明、見積・見本・図面の提出、会社資料の提出、基本契約の締結

については極めて当たり前ながら保守的な段取りを踏んでいることはいうまでもない。今後

ＥＣが普及していく上で避けて通れない部分がここであろう。それはＢｔｏＢ、ＢtoＣを問わず

不特定な取引当事者同士が取引を始める際にお互いの信用度をどう計るかという問題で

ある。ここは従来型の特定事業者間のＢｔｏＢ取引、ＣＡＬＳやＥＤＩといわれていた分野では

決してありえなかった、新しい状況である。まして日本では古くから取引相手との共感を大事

にした取引習慣を中心にしてきたであろうからこれは当然のことではあるが。
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(2) 日本航空

次に日本航空を引用する。（http://www.jal.co.jp/procure/）

ＪＡＬの場合には、この次に示す日航商事（ＪＬＴ）と両方の窓口を通じて調達を行なってい

る。平成 12 年 1 月現在、両サイトに掲示されている調達情報を見る限り、この両者にどのよ

うな棲み分けがあるのかは良くは分からなかったが、ここに紹介する何社かの調達サイトの

中では図抜けて具体的な内容を持っていることと、本当にこのまま応募することができそうに

思えるサイトのつくりが大きな特徴である。ただしここに掲載されているアイテムだけがこの
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の会社の調達物資とはいえないはずなので、インターネットでの調達案件を別途分けて掲

載しているということなのであろうか。
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さて、下に示すのが日航商事（http://www.jlt.co.jp/business/koukuu/index2.html）

の調達ページである。

この日本航空本体、日航商事ともに、他社の保守的、閉鎖的な調達姿勢に比べると格段

自由な、開かれた雰囲気を演出しているところは企業イメージをアップするには一役買って

いるように見える。
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(3) 日本電気

さてここから何社か電機メーカーを比較してみる。まずは日本電気である。

（http://www1g.mesh.ne.jp/necpdgrp/ROOT/jp/nec_p1j.htm）

まず、資材調達のホームページのトップである。そもそもここは資材調達のページで、「電

子調達の」ホームページではないので、当初我々が期待しているような不特定ＢtoＢとして
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しての特徴は残念ながら見当たらない。

一般的な資材調達のための新規取引先が契約締結し、取引が始まるまでの流れを説明

している。
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(4) 富士通

次に富士通の資材調達のホームページである。

　（http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/procurement/index.html）

ここでも、前の例と同様、コンサバティブな調達活動の説明が見られる。一方、ＩＳＯ１４００

０等への意識の現われなのか環境保護に配慮した調達活動というのもトレンドであることが

窺い知れる。この傾向は全業種、特に製造業では顕著な傾向とも見て取れる。

これ以外では、この富士通の調達のＷＥＢサイトでは下に示した調達活動の基本姿勢の

ページに見られるように、方針の丁寧な明文化と言う傾向が見られた。これは取引の透明性

の確保を意識した傾向でより開かれた経営を目指す、近年の広報手法が良く現れていると

感じた。
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さらに、ここでは環境保護に配慮した調達活動に加えて、知的所有権の保護にも言及し

ているのが非常に特徴的である。
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(5) 日立製作所

次に紹介するのは日立製作所の資材調達のページである。

（http://www.hitachi.co.jp/Div/ipd/Japanese/index.htm）

ここでもあくまで保守的な「資材調達」のページであることを主張しつつ、今まで他社でも

見てきた、環境保護に留意した資材調達や公開見積により取引の透明性の確保などの基

本的なトレンドをしっかりと押さえたつくりになっている。

ここでの公開見積のページを見てみると、取引開始までのプロセスについては従来通り、

他社並みの手堅い段取りを踏んでいることが分かるものの、見積参加事業者にユーザーＩＤ

とパスワードを付与して最初の一回だけ登録すれば以降はこのユーザーＩＤとパスワードの

利用により、公開見積案件の図面や仕様書等の見積登録業者だけに公開する、実際に見

積に参加するものだけが必要な情報がＷＥＢを通じて入手できるようになっているなど、随

所に電子調達を意識した様々な演出する意識を見て取ることが出来る。
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さらに、実はここまで見てきた電機各社とは異なる試みがあるのが注目に値する。それは

「企業間ＥＣへの取組み」という項目があることである。これを選ぶと Commerce Solutionと

いうページにリンクされている。
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それ以前の資材調達のページとの関連性はやや不明ではあるものの、日立製作所自身

の取り組みを中心として、ＥＣビジネスに関する数々を紹介するページになっている。日立

のＥＣ関連商品の紹介、日立のＥＣ活動に関する新聞･雑誌への掲載記事の検索、ユーザ

ーサイト紹介、そして用語解説とＥＣ関連のリンク集と非常に盛沢山の内容となっている。

さらにこのページからのリンク先として、「ＴＷＸ－２１」というページがある。これは日立の

顧客企業に対し業界の枠を超えて密接に連携できるコミュニケーションの場を提供するも

のである。そこでは取引の場を提供したり、新しい取引先の開拓など、新しくＥＣの世界で可

能になると言われるビジネスの可能性を広げる場として、会員企業に自由に提供されている。
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（http://www.twx-21.hitachi.co.jp/）



38

(6) 富士フィルム

http://www.fujifilm.co.jp/purchasing/index-j.html

そもそも関連分野・業界の例ということで電機メーカーの資材調達、電子調達のＷＥＢペ

ージを数多く紹介してきたが、これ以降はさらに一般の製造業の事例を紹介してみることに

する。

まずは富士フィルムである。製品の輸出量も多く、国際取引も充分意識した資材調達の

活動になっているだろうという予測の下に事例として取り上げてみることにする。

結論から述べれば、多くの一般的な企業と同様にＷＥＢページによる資材調達において

特筆べき革新的な活動は見当たらなかった。
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とはいえ、資材調達上のチャネルとしての役割は充分果たせるような、簡潔でわかりやす

い、当社の考え方・やり方を説明するには充分なつくりにはなっていた。なお、数多くの国際

的チャネルを持つ会社と同様に、当然のごとく英語によるページもリンクされている。
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(7) トヨタ自動車

http://www.tns.ne.jp/purchase/

最後に紹介するのはトヨタ自動車である。長きに渡り、カンバン方式など国際的にも注目

される資材調達方法を独自に作り上げてきた企業だけにＷＥＢ上での資材調達のページと
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は言え、その考え方に余すところなく触れることが出来るのではという期待でＷＥＢページに

アクセスしてみる。

が、ごく一般の伝統的な資材調達の流れを簡潔にわかりやすく説明しているだけであり、

電子商取引として特別に指摘し、議論の対象とするような点は発見することが出来なかった。
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た。

(8) まとめ

不特定ＢtoＢ電子商取引のための特別なコミュニティを意識せずに、いわゆる日本のリーデ

ィングカンパニーのＷＥＢページを回ってみただけなので必ずしも不特定ＢtoＢにおけるＥＣ

の最先端を調査したとは言えない。ただ、ここではっきりと言えるのは、自社のホームページに

置いているのは電子調達のページはまだ少なく、むしろ従来からの資材調達の流れを説明す

るページが殆どだったということである。これが日本における不特定ＢｔｏＢ電子商取引の一般

的な実態と言うことであろう。

他の節でも述べるがＢｔｏＣやＣｔｏＣにおいてさえコミュニティを作り、「特定当事者間取引」

の形で広がっていく傾向にある。これは、インターネット取引という仮想空間上での、相手の顔

が見えない場での取引では本来の取引フローに入る以前の段階において「相手を取引当事

者として認める」または「自分を取引当事者として相手に認めさせる」ことがいかに難しいかを

非常に良くあらわしている。

本来この調査・研究ではＥＣの普及阻害要因のひとつが商品情報の流通にあるのではとい

う問題意識から活動を進めてきているが、不特定当事者間のＥＣについてはこの問題こそが

普及阻害要因の主たるものとして聳えているという印象を持たないではいられない。

3.2.2.2 海外の状況

ここでは、海外における不特定事業者間でのＥＣに関する取り組みについて紹介する。ここ

で紹介する２つの事例はどちらも商品分類からその商品を提供する企業名、企業コード、ＵＲ

Ｌなどの企業情報を提供するサービスである。

(1) ＴｒａｄｅＲｉｇｈｔ社の事例

ここではＴｒａｄｅＲｉｇｈｔｓ社が提供するＧＰＳＲ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｒｅｇｉ

ｓｔｒｙ）について紹介する。これは国連における商品／サービス分類標準のＵＮ／ＳＰＳＣ（Ｕ

ｎｉｔｅｄ　Ｎａｔｉｏｎｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｃｌａｓｓｆｉｃａｔｉｏｎｓ）とＤｕｎ &

Bradstreet 社の企業コードを結びつけるデータベースを提供することにより、必要な商品

分類を検索した結果としてその商品を提供している企業に関するデータ、ＵＲＬなどを取得

できるようにしたサービスである。ここでは商品分類と企業コード（Ｄ＆Ｂコード）を結びつけ
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て、ＵＲＬを得ることができる。（http://www.traderights.com/index.html）

なお、商品分類／商品コードとしてのＵＮＳＰＳＣについては「３．２．３．５商品分類・商品

分類コード」の節で紹介する。

(2) ＷＡＮＤ　ＤＩＲＥＣＴＯＲＹの事例

次に紹介するのはワンドディレクトリーである。ワンドディレクトリーは世界１２カ国で代理

店を持っており日本では１９９５年頃からダイヤモンド社と日本イエローページ社が対応して

いる。ここでの特徴は下のＷＥＢページイメージでもわかるように、製品キーワード、ＨＳ製品

分類コード、企業名（英文社名）、ＨＳ製品分類ツリーの４種類の検索方法を持っていること

である。(http://www.wand.com/japanese/html/3_mc.asp)
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なお、商品分類／商品コードとしてのＨＳ製品分類については「３．２．３．５商品分類・商

品分類コード」の節で改めて紹介する。

3.2.3 ＢｔｏＣ間取引

私たちは、個人としてインターネットで商品／サービスを求めようとしたとき、その取引対象の提供

者の情報や取引対象そのもの情報をどのようにして入手しているのだろうか。ここでは、自分の日常

としてどのようなアクセス行動を行っているのかという分析から、それぞれのアクセスチャネルでの情

報提供方法を以下のような切り口で考えてみる。

l 比較サイト

l ポータルサイト

l 有名サイト
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l キーワード検索

l 商品分類検索

l メタデータ検索

l 電子メール

以上の各アクセス方法での特徴を述べると共にその結果どのようなビジネスモデル、ビジネス形

態を形成するのかについて述べる。

3.2.3.1 比較サイト

パソコン部品、ＰＣデバイス関係では、自分でＰＣを組み立てて使用するマニアなどを対象

にいくつかの販売店間での価格の比較を行なっているサイトが以下のように存在する。

基本的な構成は、商品カテゴリーごとに、メーカーと型式、価格、販売店と３次元構成になっ

ているものが殆どでその平面構成力による見やすさと販売店の選択でサイトの価値が決まっ

てしまう。メーカーサイトの商品ごとのカタログページや販売店のＷＥＢページとのリンクは実際

の購買行動と直接結びついて非常に便利である。また、最近はＰＣ関連から派生して、家電製

品や携帯電話などにも同様のサイトが誕生している。

これらの多くは東京の秋葉原や大阪の日本橋など電気街やＷＥＢ上の安売り通販のサイト

をマンパワーでくまなくめぐり、その結果をＷＥＢで公開する形をとっており主な収入源はバナ

ー広告収入であると思われる。これらのサイトはその評価が上がっていくに従って取材サイク

ルも短くなり、また販売店とのメールでの取材に移行していっているせいか、徐々に早く正確

な情報が集まるようになってきてさらに人気を博す、という成功サイクルを持っている。

しかし、ページビューが確保されて成立しているビジネスであり、どんな商品に対して成立

するわけではないことは明らかである。なぜなら、このようなサイトの成功こそがＷＥＢ上での商

品情報の流通がマシンアンダスタンダブルな形式で行なわれていない状況を非常によく表し

ている証だからである。

むしろ消費者はすべての商品／サービスにおいてこのような検索がＷＥＢの基本機能であ

るかのように利用できることを求めている。
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(1) 価格ＣＯＭ

http://www.kakaku.com/
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(2) インプレスマーケット情報

http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/market/i_market.htm

ＩＭＰＲＥＳＳの比較サイトは価格コムほどの網羅性はないものの、比較的売れ筋商品を的

確に捉えてメンテナンスをしているので、特殊な商品でない限り検索に時間を要するということ

がないので楽である。またライターによる商品評価のテキストのページとのリンクなどもあり立体

的に楽しめる構造を作っている。

一方、価格コムのほうはあくまで情報提供に徹し、速報性、正確性、網羅性といったいわゆ

る情報誌の基本要素で勝負しており、商品に関する知識や経験が増えれば増えるほど便利さ

が増す、いわゆる玄人受けするサイトといえる。
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3.2.3.2 ポータルサイト

(1) 検索エンジン系

① infoseek

運営会社：インフォシーク・ジャパン

ＵＲＬ：http://www.infoseek.co.jp/

検索エンジン：日本語サイト検索用Ｉｎｆｏｓｅｅｋ製ロボット系エンジン
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② Exicite Japan

運営会社：エキサイト　　ＵＲＬ：http://www.excite.co.jp/

検索エンジン：日立製作所製ロボット系エンジン「Ｈｏｌｅ－Ｉｎ－Ｏｎｅ」

　　　　　　　　　http://hole-in-one.com/hio/（画像検索も可能）
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③ Goo

運営会社：ＮＴＴ－Ｘ　　　　ＵＲＬ：http://www.goo.ne.jp/

検索エンジン：ＮＴＴ－Ｘ社製ロボット系エンジン（http://private.goo.ne.jp/）
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④ フレッシュアイ

運営会社：フレッシュアイ

ＵＲＬ：http://www.fresheye.com/

検索エンジン：東芝製ロボット系エンジン
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⑤ Yahoo Japan

運営会社：ヤフー

ＵＲＬ：http://www.yahoo.co.jp/

検索エンジン：ディレクトリ系エンジン日本語カスタマイズ版
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⑥ Lycos Japan

運営会社：ライコスジャパン

ＵＲＬ：http://www.lycos.co.jp/

検索エンジン：ロボット型エンジン日本語カスタマイズ版
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(2) プロバイダー系

① NTT Directory

運営会社：ＮＴＴコミュニケーションズ

ＵＲＬ：http://navi.ocn.ne.jp/

検索エンジン：ＮＴＴ製ディレクトリ系エンジン「ＩｎｆｏＢｅｅ97」（全文検索も併用）

　　　　　　　　　http://beehive.navi.ocn.ne.jp/
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② MSN Japan

運営会社：マイクロソフト

ＵＲＬ：http://www.msn.com/

　　　　http://www.jp.msn.com/home.asp

検索エンジン：不明
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③ So-net

運営会社：ソニーコミュニケーションネットワーク　　ＵＲＬ：http://www.so-net.ne.jp/

検索エンジン：サイト内の検索にはＩｎｆｏｓｅｅｋのエンジンを使用。

　　　　　　　　　http://www.so-net.ne.jp/help/common/search.html
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④ ＠NIFTY

運営会社：ニフティ

ＵＲＬ：http://www.nifty.ne.jp/

検索エンジン：富士通製ロボット系エンジン「Ｉｎｆｏｎａｖｉｇａｔｏｒ疾風」のｎｉｆｔｙ専用版、

　　　　　　　　　　　及び富士通製ディレクトリー系エンジン「ＮｉｆｔｙＦｉｎｄｅｒ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（http://infonavi.infoweb.ne.jp/）

Ｉｎｆｏｗｅｂと 99 年秋に統合された。またパソコン通信の老舗としても１５年にわたるノウ

ハウの蓄積とユーザーの支持を獲得しており、コミュニケーションサービスとしては他の追

随を許さない。
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⑤ Panasonic Hi-Ho

運営会社：松下電器産業

ＵＲＬ：http://home.hi-ho.ne.jp/

検索エンジン：サイト内の検索機能はなし。
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⑥ BIGLOBE

運営会社：日本電気

ＵＲＬ：http://www.biglobe.ne.jp/

検索エンジン：日本電気製ロボット系エンジン「ＮＥＴＰＬＡＺＡ」

　　　　　　　　　http://netplaza.biglobe.ne.jp/
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(3) 情報出版系

① ISIZE

運営会社：リクルート

ＵＲＬ：http://www.isize.com/

検索エンジン：不明
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② E-sekai

運営会社：アスキーイーシー　ＵＲＬ：http://www.e-sekai.com/　検索エンジン：不明
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3.2.3.3 有名店

実社会でもそうだが有名店の信用というのはそれだけで消費者を惹きつけるという図式は

仮想社会でも成り立つようである。

(1) 楽天市場

ＵＲＬ：http://www.rakuten.co.jp/
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(2) 高島屋ヴァーチャルモール

ＵＲＬ：http://www.takashimaya.ne.jp/opening.asp
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(3) アマゾンドットコム（日本版）

ＵＲＬ：http://www.amazon.com/jp/
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(4) オートバイテル

ＵＲＬ：http://www.autobytel-japan.com/

3.2.3.4 キーワード検索

本報告書ではポータルサイトの例をいくつか紹介し、同時に検索エンジンの種類を紹介し

たが、検索エンジンには大きく分類して以下の 2 種類が存在する。最近はどのサイトも改良が

進み,両タイプの長所を組み合わせて短所を補うような工夫が進み、厳密に言うとどちらかのタ

イプと言う分類が不可能な状態になってきているようである。

(1) ロボット型検索エンジン（全文一致）（infoseek,　goo など）

ＲＯＢＯＴ、ＳＰＩＤＥＲ、ＣＲＯＷＬＥＲなどと呼ばれるＷＥＢサイト探索・収集用のプロセスを

世界中のＷＥＢサイトに解き放ち、ＵＲＬとテキストを自社ＤＢに集めてくる仕組み。マシンが
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海外にあるものも含め、主に日本のサイトが対象。ただし、ＡｌｔａＶｉｓｔａのようにマルチリンガ

ルなロボット型も存在する。本来はユーザーが入力した検索用のキーワードを全文一致検

索することによりＤＢをくまなく検索させていたが、検索精度を高めるために収集したテキスト

からキーワードを抽出してキーワードディレクトリーを作るなどしてどの検索サイトのＲＯＢＯ

Ｔ型も検索時のパフォーマンス向上を目指した改良を施しているものが多くなってきた。

(2) キーワードディレクトリー型（yahoo, NTT Directory　など）

本来はシソーラス辞書に対し該当する各サイトのＵＲＬをリンクさせるというＤＢ構造をベ

ースにユーザーはシソーラス辞書のＴＲＥＥ構造をたどることにより検索を行なうというのがこ

のタイプのオーソドックスな利用方法だった。従ってＵＲＬの収集も申告ベースのあまり積極

的とは言えない形式だったのだが、上に述べたようにＲＯＢＯＴ型との折衷が進みＲＯＢＯＴ

が集めてきた大量のＵＲＬを扱うようになってきている。ただし、そもそも各ページに関する簡

単な説明のテキストを検索対象としているものが多く、ページはカテゴリー毎に整理されて

いる。比較的初心者にも使いこなし易いので競争が激しい分野とも言える。

3.2.3.5 商品分類・商品分類コード

そもそもは特定ＢtoＢ間でのＥＣ、つまりＥＤＩと言う分野でもいろいろな試行があったが、ここ

に来て米国の電子調達等に代表される不特定Ｂ toＢ分野でも商品分類体系にさまざまな試

みが加えられている。前者での目的は明らかにコード化することにあり、後者では分類体系化

することにより不特定多数の商品を不特定多数の顧客にとって見つけやすい整理をして提供

するといった目的を持っている。ここではいくつかのこのような商品分類体系とこれに伴う商品

分類コードを紹介する。

(1) ＵＮＳＰＳＣ

不特定ＢtoＢの海外事例で紹介した、ＴｒａｄｅＲｉｇｈｔｓ社のＧＰＳＲ（Global Products &

Service Registry）で用いられている商品分類が、国連での商品／サービス分類の標準と

なっている、ＵＮＳＰＳＣ（ＵＮ／Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　＆　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）で

ある。(http://www.unspsc.org/)
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(2) ＨＳ製品分類コード

わが国の税関における関税を決定するにあたり用いられているのが、通称「ＨＳ条約」と

呼ばれる「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」（１９８８年１月

発効）に付属する関税率表、「ＨＳ品目表」である。これは輸出入されるあらゆる商品を組織

的・体系的に分類するための品目表となっている。わが国における関税率表は、この条約に

基づくＨＳ品目表をさらに細分化して作られている。

なお、ＨＳは「Harmonized Commodity Description and Coding System」の略称で、

平成１０年１０月現在でＨＳ条約締結国は９５カ国＋ＥＵ、ＨＳ適用国（含ＨＳ条約締結国）１

６６カ国+ＥＵである。

(3) ＪＩＣＦＳの商品分類
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ＪＩＣＦＳ（JAN Item Code File Service）のデータベースに基づく商品分類は（財）流通

システム開発センターが管理運営している、日本を代表する商品分類／商品分類コードの

体系である。国内の流通業関連で商品分類体系をキーにする場合にはほぼ必ずこれを主

たる商品分類として使用すると考えられる。このように特定事業者間のＢtoＢの分野では圧

倒的に利用されているものの、残念ながらＪＩＣＦＳのコードそのものを検索キーに用いるＥＣ

サイトは今回の調査では発見できなかった。

3.2.3.6 メタデータ検索

メタデータ検索に関してのＷＥＢ上での試みは意外に古い。もちろんＨＴＭＬ上での取り組

みとして脈々と行なわれていたが、ＸＭＬの登場と共に実用という観点からは一気にＸＭＬで

の実装を意識したものに変化していると思われる。特にバックヤードの社内システムの更改に

伴う新規開発案件は殆どがＸＭＬベースになっているであろう。この中で、一般不特定消費者

の利用も意識した仕様のメタデータ検索用の仕組みとして以下の、ＭＭＦとＰＣＯを紹介する。

どちらも、１９９６～７年頃に提案されたＨＴＭＬベースでの仕組みではあるがこれはＸＭＬベー

スでの実装を妨げるものではないし、ＸＭＬベースでよって運用性、互換性の面でより有利に

なっているのではないかと推測される。ただし、このメタデータ検索の潮流はあくまで検索エン

ジンのためのコンテンツ制作側からのメタデータをコンテンツに埋め込む働きかけによって初

めて実効性が担保される訳であり、このようなコンテンツ側の改良がないままではユーザーが

手作業で検索する際にそのまま役に立つわけではないことは予め確認しておく必要がある。

(1) ＭＭＦ（Multi-Schema Metadata Format）

MMFとは、１９９７年５月に株式会社ディジタル･ビジョン･ラボラトリーによって提案された、

インターネット上の情報やサービスについての特徴情報（メタデータ）を交換するための形

式の仕様である。オンラインショッピングの商品にメタデータを付与するケースを考えた場合

に、メタデータのスキーマが多様化する事が予想される。そのような状況下では、多様化さ

れたスキーマに基づくメタデータを有効に利用するためにメタデータや検索式を他のスキ

ーマに変換する、すなわちスキーマ間相互変換可能性が必要とされる。MMFはこのスキー

マ間相互変換可能性を実現するように設計されている。

MMF は下図に示すように４つの要素から成り立っている。それらは、 Metadata

Instance、Schema Definition、Schema Ontology、Core Ontology である。
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Core
Ontology

Schema
宣言部

Schema
Ontology

Metadata

インスタンス

Schema設計者
Metadata
入力者

Schema Ontology記述方式
Schema

記述方式

Metadata
記述方式

HTML, Protocol

　MMF の構造

それぞれの各要素の働きを以下に簡潔に述べる。

l Metadata Instance は特徴情報（メタデータ）そのものを記述する部分である。

Metadata Instance 部は HTML のヘッダ部に記述される。基本的に特徴を付与

する情報・サービス一つにつき一つ作られる。

l Schema Definition はスキーマの定義情報を記述する部分である。

l Schema Ontology では Schema Definition で定義したスキーマが持つ各属性が

他のスキーマの属性とどのような概念関係にあるかを記述する。

l Core Ontology 部はスキーマで使われる標準的な属性やその上位概念の概念関

係が記述さえる。スキーマを作る際の概念辞書として使われる。

MMF では、上記の４要素はネットワーク上に独立して存在するとする。それは以下の理

由による。

l Metadata Instance はメタデータを付与する対象ごと、Schema Definition、

Schema Ontology はスキーマごとなど、作られる単位が異なる。

l Metadata Instance は店の人などのメタデータ作成者、 Schema Definition、

Schema Ontology は業界の専門家や検索サービス提供者などのスキーマ作成者

であるなど、作る主体が異なる。

l メタデータ作成者は、既存のスキーマから適当な物を選択してメタデータを作成する

など、データ作成のタイミングが異なる。

これら４要素は、上位を URL 指定によって参照している。Schema OntologyとSchema

Definition のみ双方向で参照し合っているが、それ以外は上位から下位へはたどれない。
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交換するための形式は、表現の他に交換するための手続き（プロトコル）の規定が必要とな

る。この仕様では、MMF の各要素を「取得する」手続きのみを扱う。「取得」手続きには、プ

ロトコルとして http の get の利用を想定しているが、URL によって表現できるのであれば

他の取得手続きを用いてもかまわない。

(2) ＰＣＯ(Portable Compound Object)

PCO は、１９９７年５月に東京大学坂村研究室で考案されたインターネット上の EC コン

テンツ記述言語であり、ECコンテンツの複合化や分散型 EC 環境における ECコンテンツ

の自律的な流通に適した設計になっている。PCO 言語システムは、データ交換形式、オブ

ジェクト指向型外部定義言語、レイアウト記述言語、手続き型スクリプト言語などから構成さ

れるが、本抜粋はデータ交換形式のみの仕様となっている。PCO 言語システムは、一般的

なECコンテンツ記述に対する要求以外に、インターネット上のPCOコンテンツの複合化を

実現するために、以下の機能をもつ。

l 意味記述とオブジェクト指向をベースにした拡張性

l 異種クラス間におけるデータ交換性

l 画像やマルチメディア、PCOコンテンツなどの直接的な埋め込み

l カタログを表示するためのレイアウト記述

l 多国語対応

l 動的な値の記述

l インターネットに対応したコンパクトなデータ形式

l 発行者や改ざんのチェック機構

l 膨大な量のコンテンツに対する入力支援

PCO 言語は、オープンな仕様であり、商店が PCO に従って商品やサービスを記述すれ

ば、その情報は自由にインターネット上に流通し、誰でも自由に参照できる。そのため、従来

のモールに閉鎖された EC 市場にくらべ、インターネット全域にわたるグローバルな EC サ

ービスの構築が可能になる。

PCO は、インターネット上に展開する大規模な分散型記述システムの上で運用される。

EC 団体は、各商品やサービスをクラス(Class)、分類コードやボキャブラリを辞書として定義
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義して、インターネット上で公開する。各商店ごとにクラスや辞書を拡張することができるが、

基本的にクラスや辞書は共有財産となる。

各商店は、クラス定義に従って、入力用のテンプレートを記述する。このテンプレートでは、

各商店ごとの初期値やエンドユーザの入力を支援するための情報を記入できる。テンプレ

ートを利用すれば、EC コンテンツを入力するエンドユーザは、PCO 言語の詳細を知ること

なしに、入力を行うことができる。

PCO のクラス定義、辞書定義、テンプレートの記述は、 PDL(PCO Description

Language)と呼ばれるメタ言語によって行われる。ただし現行仕様書では、PDL に関する

記述は行っていない。

入力された ECコンテンツは、PCO データ形式にコンパイルされる。コンパイル時に文法

上のエラーはすべてチェックされる。そのため、インターネットを通して入手した PCOコンテ

ンツは、スムーズかつ高速に解釈することができる。

3.2.3.7 その他

以上が比較的ユーザー側からの検索要求により取引のための情報検索プロセスがスター

トするケースの例を多く紹介してきた。これらは検索エンジンに対して具体的な検索要求を行

なわない限りは、定期的に各ＷＥＢサイトを巡回しない限りは情報を入手することができない。

とはいうもののこの巡回行為というのは実社会におけるウィンドウショッピングそのものの暗喩

であり消費者にもさほどの抵抗があるわけではないと感じている。

これに対し、以下にあげる例は予めユーザーが自分の興味あるまたは必要な商品のジャン

ルなり商品の取り扱い事業者なりにアクセスして、必要な商品情報の発生時にユーザー自身

に知らせが行くように登録しておくタイプを紹介する。ビジネスタイプとしてはさほど珍しいもの

とは言えないかもしれないが、情報の流れとしては明らかにこれまで述べてきたタイプとは異な

るタイプである。

これは取引形態というよりはコミュニケーションの形態として特殊な形を取っているということ

ができ、ユーザーの初期登録を該当するコミュニティへの参加行為と捉えるなら、まさにコマー

スとコミュニケーションが融合したような形態と考えることが出来る。以下にこの形態を取る場合

のコミュニケーション形態とその特徴を述べる。

(1) ニュース・グループ
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電子メールと並んで、インターネット初期からあるコミュニケーションツールでネットニュース

やニュースグループと呼ばれるものがある。電子メールが対特定少数相手の通信を行なう手

紙のようなものだとすれば、ニュースグループは不特定多数の相手と情報交換や議論を行な

う会議室や掲示板のようなものだとたとえることができる。最近はｈｔｔｐサーバー上でもＣＧＩ等

により掲示板や伝言板が簡単に実現されるようになり、積極的にニュースグループを活用する

のは一部の人達に限られている様子ではあるが、ニュースリーダー機能を併せ持つブラウザ

ーソフトも多く、今なお根強い人気がある。

(2) 電子メール

もっともプリミティブな形式のコミュニケーションツールとしての電子メールを利用するタイ

プ。背景として顧客台帳のようなものが顧客の登録したキーワードと共に存在し、新しい商

品情報が発生したときにその商品にマッチするキーワードを予め登録してあった顧客のリス

トが抽出されメールが発送できるようになっている、そんな仕組みをベースにしたものと考え

れば良いと思う。

(3) ニュースレター・メール

商品情報と登録キーワードとのマッチングをより緩やかにして関連商品情報を送付てい

ったものがニュースレターという形態である。最近ではＭＡＧＭＡＧのように多くのニュースレ

ターを組織化し内容カテゴリー別に分類して、同一インターフェースでの入力を可能な形で

提供することにより統合した登録メンテナンスを代行するサイトも登場しますますこの形態は

利用しやすくなっている。

また、これをメーリングリスト化してユーザーからのコメントも顧客相互に同報配信されるよ

うに組み立てることもユーザー相互のコミュニケーションを活性化して購買意識の向上を促

すことが可能となる。

3.3 商品情報検索・閲覧上の課題

以上特定ＢtoＢから不特定ＢtoＢ、ＢtoＣの電子商取引の観点からさまざまなＷＥＢサイト等を見

てきたが、客観的な周辺状況も踏まえつつ、ＢtoＣ電子商取引を中心とした商品情報検索・閲覧上

の課題を整理してみる。
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3.3.1 インターネット人口の増加

２０００年２月のAccess Media International 社の発表によると日本国内のインターネット利用者数

は１９９９年１２月末現在で１８３０万人だという。また、１９９９年６月にＥＣＯＭビジネスプロセスＷＧビ

ジネスモデルＳＷＧが発表した調査報告によると Access Media International 社を含む７種類の同

種の統計分析結果として、１９９９月４月末で１４００万人、毎月２９．７５万人ずつ増加している、として

いる。ここでは統計数字の精度評価の議論は行なわないが、ＥＣＯＭの数字のトレンドラインからい

うと１９９９年１２月末の予測は１６８０万人程度であるから、単純に言って順調、またはそれ以上の国

内インターネット利用者数の増加傾向であると言って差し支えないだろう。

このような状況の中で、そこでコンテンツ、特にＥＣにおける商品情報の検索の場面においては、

検索者個人の趣味趣向の多様化を反映して情報検索のキーにさまざまなものが要求されるであろ

うし、また検索の目的もまた様々で結果の出力・演算において多様化したニーズが顕在化していく

ことは容易に想像がつく。

また現在、インターネットは明らかに黎明期の「オタクだけのもの」の時期を終え、ますます一般化

していくことは明らかである。利用者自身の広がりによってＩＴリテラシーや検索・閲覧スキルのばら

つきも広がる一方であろう。また、従来のＰＣからのインターネット接続だけではなく、家電や携帯電

話のようなインターネット接続機器の普及により、検索入力・結果出力における要求仕様も、現時点

では想像も出来ないような様々なバリエーションが出現することは間違いない。

3.3.2 増え続けるコンテンツ

一方、検索の対象であるコンテンツ側の事情についても考えてみる。郵政省郵政研究所の２０００

年１月の報告によると、．ＪＰドメインのＷＥＢコンテンツ総量はこの１年半ほどのあいだに６倍ものデ

ータ量となり、具体的な検索の対象となるであろうＨＴＭＬファイルのコンテンツ総量での比較でも

約５倍になっているという。

これは、１年半ほど前に検索を行なった際のエンジンからの出力結果に比して、現在同条件で実

施すると５～６倍の出力が出てしまうということで、検索の結果を利用する立場での評価としては相

対的に検索精度が悪化していると評価しても仕方がない状況であると言える。検索サイト各社は毎

日非常に厳しいエンジンの改良の連続でこれに対処しているが、今後同じようなペースでコンテン

ツ量が増加するとすればエンジンの改良による対処もいずれ限界が来ることは明らかである。

参考文献：「拡大を続けるウェブサイト」葛西義明（郵政研究所月報 2000.01）

　　　　　　　http://www.iptp.go.jp/reserch/monthly/m-topics/telecom/2000/no136p83.pdf
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3.3.3 情報検索手段間での相互運用性の確保

今まで述べてきたように、インターネットではユーザーは極めて多くのバリエーションの情報入手

形態で商品情報を得る事が出来るようになっている。ただその情報入手形態はそれぞれの中で閉

じた情報系であって、相互の関連性や複合化した利用方法については１００％ユーザー自身の才

覚と情報管理能力に依存しているといわざるを得ない。同じ情報入手形態の中で入力インターフェ

ースを合わせて利用できるようにした、Search Desk（http://www.searchdesk.com/）や google

（http://www.google.com）のような検索サイトやニュースレターの統合化した登録プロセスを持つ、

まぐまぐ（http://www.mag2.com/）のような例が存在するくらいで、異なる情報入手形態の間でこ

れらの検索結果をマネジメントしてくれる訳ではない。

今後ユーザーにとっての利便性向上によって事業者から見ても消費者の購買潜在能力を向上

させる環境整備の一環として情報流通コミュニティごとの商品情報記述の相互運用性を確保し、複

合化した検索やますます複雑化した商品情報の流通が可能となるように商品情報を提供する事業

者は意識することが必要である。

3.3.4 まとめ

以上で論じた、ＷＥＢの情報検索で今後問題になりそうなポイントをまとめてみる。

l 利用者の増大に伴い、検索者個人の趣味趣向の多様化を反映して、検索条件入力におい

ても、また検索結果の出力・演算において多様化したニーズが顕在化していく。

l 利用者の増大、及び接続機器の多様化に従い情報索の検索・閲覧レベルのばらつきも広

がる一方である。

l ＷＥＢ上のコンテンツ総量の増加が検索エンジンの技術的改良のスピードを超えて、従来

の検索エンジンが役に立たなくなる危険がある。

l 多数の情報検索手段を有機的に連携させる手段が講じられる必要がある。
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4 問題解決へのアプローチ

以上抽出した課題に対する解決アプローチを主に、要素技術としての検索機能とヒューマンイン

タフェースに要求される機能、そして情報検索環境の整備に関して述べる。

4.1 検索エンジン

日々爆発的に膨張を続けるＷＥＢ上のコンテンツの中から可能な限り検索者のニーズに近いＷ

ＥＢサイトにリンクさせること。これが検索エンジンに課せられた最終的な使命であり、これは時々

刻々状況が変わっていくＷＥＢ空間でも要素技術や実装手段はいろいろ形を変えようと最後まで

変わらない。コンテンツ量の増加は検索結果の出力量の増加にダイレクトにつながることを考慮す

ると、いかに結果に優先順位付けして出力するか、いかに検索精度を上げていくかが技術的な最

大テーマと考えられる。

コンテンツ量が増加していく一方で、インターネット利用者の拡大による検索状況の変化にも対

応を迫られつつある。すなわち、検索者自身が条件入力を行ない、結果出力を検索者自身が直接

利用していた従来の状況では考えられなかったような、条件入力の多様さ、結果出力の利用のバリ

エーションが求められてくる。これは検索者自身のＩＴスキルによるもの、使用するデバイスの仕様に

よるものと様々な事情が絡み合って、従来のように検索者自身のＩＴスキルに依存した、独立した検

索機能を提供しさえすれば良いのではなく、検索者自身のＩＴ環境も考慮した検索結果の出力が

求められるようになるであろう。

また、ここまでのエンジン上での基本的な検索プロセスはすべて文字列のマッチングによるもの

である。ここまでの多くの技術的な試みが積み重ねられ、現在提供されている優秀なエンジンと言う

形に結実されていることは言うまでもない。しかし、利用者の増大による検索ニーズの広範化、及び

コンテンツ量の爆発的な増加に堪え得る検索技術の実装には、まずコンテンツ制作側からの協力

が不可欠で、例えばメタデータ検索を可能にするようなメタデータの埋め込みをコンテンツ制作側

で細かく行なわれない限り、よりパフォーマンスの高い検索技術の実現は難しいと考える。

4.2 ヒューマンインタフェース

上に述べたような、検索プロセスそのものに求められる機能の技術的な発展に加えて、検索者が

自分のニーズにより合致した結果を売るためのヒューマンインターフェースに関してもさまざまなニ

ーズが高まることは言うまでもない。利用者の拡大は検索者自身のＩＴスキルのばらつきがボトム方

向へより広がることを意味している。従来、自分の検索ニーズを上手にキーワードの論理演算式とし
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として表現できない検索者はそれなりの検索結果しか得ることが許されなかった。しかし、今後利用

者がますます増大し、またＷＥＢ上のコンテンツが膨大に増加するに従って大多数の検索者が不

満足な検索結果しかえられないようなことになればＷＥＢ上での経済活動が行き先を失って不活性

化してしまう危険を伴う。今後情報検索に関するネットワーク上での通信負荷の増大と共に検索者

個人にカスタマイズした検索環境の記録と保存、そして検索エンジンの挙動制御は必ず必要不可

欠となる。

4.3 消費者エージェント機能

以上述べた、検索エンジンの高機能化、そしてヒューマンインターフェースの向上の実現、という

より優れた機能をより多くの利用者に対して提供するためにはＡＩ技術を駆使したエージェントソフト

ウェアの出現と普及が全く以って欠かせないことはいうまでもない。

すべてユーザー自身が自分で検索していたのでは、単純なキーワード検索であったとしても、消

費者自身が自分の操作で検索に割く事が出来る物理的な時間数や消費者自身の言語的なスキ

ル、該当商品の属するコミュニティに関する消費者自身の知識量に制限を受けてしまい、消費者に

とって満足行くような商品情報検索結果を得ることは期待できないことが予想される。

また、現在のＵＲＬだけが検索結果として提供されている検索状況では、検索結果を比較したり、

検索結果から得られたＷＥＢサイトで得られる複数の情報の演算がによりさらに別の判断を促すと

言った、複雑な検索行為をマネジメントすること自体かなりのＩＴスキルを検索者自身に要求されるも

のであり、ＡＩ技術による解決が非常に期待される分野でもある。

このような期待の中、エージェントソフトがコンテンツの内容を理解し、充分活躍できる環境が整

えば、検索者自身に代わってエージェントソフトが検索を代行し、理論的には常時最新の情報が全

世界のＷＥＢサイトから入手可能となる。これだけの選択の幅の中から検索できているとすれば消

費者自身の満足度はかなり期待でき、かつＥＣの更なる普及にもつながると期待できる。

さらに、「消費者エージェント」というような広義、多機能のエージェント機能を発揮すると考えれ

ば、

l ＰＣ・通信環境の設定とマネジメント

l 検索エンジンのマネジメント

l 個人情報マネジメントとプライバシー保護

l 取引プロセスのマネジメントと消費者保護
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など、多くのエージェント機能が同時に期待され、さらに電子商取引の観点から述べると、取引対

象となる商品やサービスの内容情報を消費者エージェントが理解可能になれば、その商品が所属

するコミュニティごとの商品情報記述方法の相違を乗り越えて機械自身が相互の商品情報記述を

比較したり複合化した処理が可能になるということである。これにより（必要であれば機械の力を借り

ながら）人間自身も商品情報をより深く理解することが可能になり、より消費者の満足度の高い購買

活動を総合的に補佐することが可能になるといえる。

4.4 検索環境の環境整備

消費者エージェントソフトの動作環境の整備として商品情報記述の問題を捉えたとき、各商品が

所属するコミュニティ間の考え方や語彙の違いを吸収しながら、商品情報記述の持つ意味を機械

が理解するための仕組みとして本調査研究では標準概念辞書というものを提案する。

4.4.1 商品情報の論理構造

ここでは商品属性情報の論理構造について考える。まず、我々は次の図に示すように、商品属性

を表す情報は以下の４つのレイヤーから成り立つと考えている。

l 商品属性情報本体

商品の持つ特徴を属性とその値の集合の形で表現した情報。

l スキーマ定義情報

商品の特徴を表現するのに使われる属性の集合（スキーマ）の内容を表現した情報

l スキーマ意味情報

スキーマの持つ属性がどのような内容の値を持つか、すなわち属性の意味に関する情報

l 標準概念辞書

スキーマで使われることが予想される概念やその中での概念的包含関係を記述した概念辞

書。スキーマ意味情報において参照される。
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商品属性情報
入力者

スキーマ定義者中立的管理機構

スキーマ
   定義情報

スキーマ意味情報
標準概念辞書 商品属性

  情報本体

4.4.2 商品属性情報本体

商品属性情報本体ではその基本構造として属性とその値の組合せの形を取ると考える。また、イ

ンターネットの場合は商圏が距離の制限を受けることが少なく、日本の店も海外の店も同等に購買

対象となることが考えられる。その場合では、各国によって異なる単位系（通貨単位、靴・洋服のサイ

ズなど）の変換が必要となる。そのためには、属性に入る値は単なるデータだけでなくそれがどの単

位系に従った値であるかを示す情報を持つことが必要となる。これらのことから、商品属性情報本体

では属性の値に単位系情報を付与できる仕組みが必要であるとした。商品属性情報本体に記述さ

れる情報を誰が記述するかに焦点を当てることで以下の３つに大別することが出来る。

4.4.2.1 商品そのものが持つ特徴

商品固有の情報。商品生産時に決定される情報。工場などで大量生産される商品の場合

は生産側で属性情報を付与するのが効率的である。主として商品生産者が入力を担当する。

4.4.2.2 商品販売に関する情報

価格や販売店の情報は、消費者が購買活動を行う際に重要な情報であるが、これらは生産

時には決定していない場合も多い。そのためこれらの情報は主として販売業者サイドで入力さ

れると想定される。主として商品販売者が入力する。

4.4.2.3 商品に対する評価

消費者による購買活動においては、生産者や販売者などが提供する情報の他に、第三者
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による商品の評価も重要な役割を果たす。例としてはＰＩＣＳが扱うRating 情報があげられる。

主として商品生産者・販売者以外が入力する。

これらは、上記の二つとは入力する主体もタイミングも異なる。このように、商品情報本体作成は、

異なる主体により異なるタイミングで異なる場所で行われることが考えられる。特に商品に対する評

価は、それ以外の業者サイドの情報とは独立して存在することが想定される。

4.4.3 スキーマ定義情報

例えばＪＩＣＦＳでは、「商品メーカー名」「商品名」「単品サイズ」など１３の属性を定義している。こ

こでは、このような商品属性のセットをスキーマと呼ぶ。ＪＩＣＦＳでは一つのスキーマを定義して提供

していると言うことが出来る。しかし、ＥＣにおいて消費者が商品を選択するという行動を考えると全

ての商品をカバーする単一のスキーマを用意することは難しい。単一のスキーマを作ろうとすると

「商品名」「販売価格」のみの最大公約数的な物か、巨大な全てを含む最小公倍数的なものとなる。

むしろ、洋服向けスキーマや書籍向けスキーマなど商品種類ごとに、またはスーパーマーケットスキ

ーマや百貨店スキーマ、または専門店スキーマなど販売形態ごと必要に応じてスキーマを設定で

きることが望ましい。洋服を買うときに「サイズ」や「色」は重要な属性であるが、本を買うときにはこれ

らの属性はあまり重要ではないということからも商品種類ごとに必要とする属性が異なることが考察

できる。

商品属性情報本体は基本的に商品の生産者・販売者などが記述することが想定されているの

に比べ、スキーマの作成は商品単位ではなく上述のように商品種類単位であるとか店単位で行わ

れると考えられる。商品属性情報の制作者は、自分の商品の特徴を表現し消費者に伝えることに適

したスキーマを既製のスキーマから選択することが考えられる。このことは商品属性情報本体とスキ

ーマ定義情報は、作る主体も作られるタイミングも異なることを示しており、物理的に分離して記述さ

れることが望ましいことを指している。そのため、ここで述べている商品属性の論理構造では、スキー

マ定義情報を他の情報とはレイヤーを分けた存在としている。

スキーマ定義情報には、そのスキーマに基づいて作成される商品属性情報において使われる

属性のリストが記述される。特定の単位系に基づく値しか許さない属性の場合は、その単位系の制

約をスキーマ定義情報に記述することができることが望ましい。

スキーマの定義情報はＪＩＣＦＳのように文章によって公開することも考えられるが、スキーマの数

が多くなり、商品属性情報入力支援ツールが様々なスキーマに対応する必要が出ることを考えると、
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スキーマ定義情報が機械可読であることが必要になると考える。

4.4.4 スキーマ意味情報

前節で述べたようにスキーマは商品の種類ごと、販売形態毎に多様化することが考えられるが、

消費者が商品の種類を特定しない検索を行うことも考慮に入れなければならない。服を探そうとす

る場合は、洋服のスキーマに基づいて検索を行えば良いが、誕生日のギフトを探す場合など、商品

の種類を特定せずにシーンによって検索を行うケースも考えられる。この場合は中立的なスキーマ

に基づいて作成された質問（例えば５０００円以下のような）を様々なスキーマに基づいて作成され

た商品属性情報にあてはめて検索することが必要になる。このためにはそれぞれのスキーマの持

つ属性がどのような意味を持ち、他のスキーマの属性とどのような関係（同じ物の言い換えなのかよ

り細かい概念を指す属性なのかなど）にあるかがわかる必要がある。スキーマの数が限られている

場合は、このような意味情報を文章の形で公開し交換規則をプログラムすることは可能であるが、ス

キーマの数が多くかつ動的にインターネットで扱う商品の数が増えるにつれてスキーマの数が漸増

するＥＣでは、意味情報を機械可読の形で表現して流通して、スキーマの多様化に対応することが

必要となる。その機械可読な意味情報を使うことで、一種のゲートウェイもしくはエキスパートシステ

ムが質問を他の適当なスキーマに変換したり商品属性情報を変換したりすることが可能になる。

スキーマ意味情報は、スキーマ作成と同時にスキーマ作成者が作成することが考えられる。その

点では同一のレイヤーにすることも考えられるが、商品属性情報作成の際には、スキーマ定義情報

とは異なり必要のない情報であり、むしろ検索時に必要とするなど、スキーマ定義情報とは利用され

るタイミングが異なっているため、このモデルでは別レイヤーとした。

具体的な例としては、テレビ番組属性記述用スキーマＡにおける属性「出演者」と洋画属性記述

用スキーマＢにおける属性「Cast」が同一の意味であるとか、スキーマＡにおける属性「スタッフ」は

スキーマＢにおける属性「Cameraman」の上位にあるなどの記述があげられる。

4.4.5 標準概念辞書

前節のスキーマ意味情報は他のスキーマの属性との概念的包含関係を記述することで属性の

意味を相対的に記述していたが、スキーマの数が増えるに従い記述すべき関係の数は二乗のオ

ーダーで増える。また、スキーマ作成者が他のスキーマの存在を全て把握することは不可能である。

これらを解決するには標準的な概念辞書を用意し、その辞書を中心として、作成したスキーマで使
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われる属性と辞書中の概念との概念的包含関係をスキーマ意味情報において記述することで、他

のスキーマとの互換性を保つやり方がある。

この標準概念辞書は、スキーマ作成とはタイミングも主体も異なることが想定され、ＸＭＬでいうと

ころのｎａｍｅ　ｓｅｒｖｅｒのような形で運営し中立的な管理機構によりメンテナンスされることが想定さ

れる。異なる複数のスキーマ定義との相互運用性を確保する目的のために、スキーマ意味情報とは

独立したレイヤーとした。

標準概念辞書は、概念関係を記述するという点においてはスキーマ意味情報と機能は同じであ

り、スキーマ意味情報と同じ文法によって実現できる。
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5 標準概念辞書構築・運営への提言

5.1 何故標準概念辞書なのか

ここまで何度も述べてきたように、消費者にとって商品情報の検索性が向上してより便利にＥＣコ

ミュニティを利用できるようになるためには、消費者エージェントの動作環境の整備と言う観点で商

品情報が機械に理解可能な形で提供される必要がある。ここで消費者エージェントが商品情報を

理解可能になるということは、その商品が所属するコミュニティごとの商品情報記述方法の相違を乗

り越えて機械自身が相互の商品情報記述を比較したり複合化した処理が可能になるということであ

る。そしてこれにより（必要であれば機械の力を借りながら）人間自身も商品情報をより深く理解する

ことが可能になり、より消費者のニーズに近い検索、消費者のニーズに近い商品との関わりを提案

することが可能になるということである。

ここでの最大の問題は商品が所属するコミュニティ（業界）ごとに商品情報の記述方法が異なる

と言う点である。従来の標準化に関する考え方に基づくとここではどんな商品に対しても適応可能

なオールマイティな商品情報記述標準化様式を導入し、すべての商品情報提供者はこれに従って

商品情報を提供すれば良いと言うことになる。ところが電子商取引の対象となるような商品／サービ

スはますますバリエーションが豊富になり、すべてを標準化して記述が可能となるような商品情報記

述の標準化様式を作成することがかなり難しいと言う点が一点。そして商品のライフサイクルや機能

の更新サイクルの観点からも、同一商品でも商品情報記述における既述項目の変化を考えると記

述様式が短いサイクルで変化していくことを考えると、標準化した汎用商品情報既述様式を首尾良

く作成することはかなり難しいと言える。ここは無理に商品情報既述様式を標準化することのデメリッ

トの方が大きいと判断せざるを得ない。

そこで、商品が所属するコミュニティの習慣・文化を最大限尊重しつつ、時代の早い変化に追随

してその機能を充分果たすために、標準概念辞書と言う概念が一番これらのニーズに応える解決

方法であると確信している。

5.2 技術的要件

今までに述べた論理モデルに従った商品属性を流通・利用するには、その標準的な記述様式

が必要となる。この節では記述様式について述べる。

5.2.1 情報の取得とトレース

ここまでの節で何度も情報が取得可能でありトレース可能であることと記述されてきたが、インタ



83

ーネットの上でこれらを実現するのに最も容易な手段は、情報をインターネット上のサーバーに置き、

その取得方法をＵＲＬによって表現し、トレース元にそのＵＲＬを埋め込むことである。ＵＲＬは取得

プロトコルを設定できるため、今後新規商品属性情報流通プロトコルが制定されたとしても表現形

式としては継続して使うことが出来るという利点がある。

5.2.2 交換形式としての記述様式

商品属性を構成する各レイヤーの情報は情報作成者以外の第三者が利用することを想定して

いる。そのため、第三者がその情報を処理するために情報の標準表現形式と標準交換手続きが情

報交換のために必要となる。

5.2.2.1 商品属性情報本体の記述様式

商品属性情報本体は、ＷＷＷページに埋め込むことが可能であることが望ましい。その理

由を以下に挙げる。

l インターネット上で販売している商品のページに埋め込むことで、第三者の検索サービスが

その情報を取得することが出来、その結果多くの消費者に情報が伝わる。（検索サービスが

運用するロボットはリンクを辿るので、リンクが張られていないページは基本的に参照できな

い）

l 商品ページに商品属性情報本体が埋め込まれていると、消費者が商品ページを閲覧して

いる時に、ブラウザは商品属性にアクセスできることになり、ブラウザサイドでのより高度な処

理（パーソナルカタログなど）が可能になる。

ＷＷＷページに埋め込むには、ＨＴＭＬのコメントを利用する方式（ＰＩＣＳなど）とＨＴＭＬのヘッ

ダ部に埋め込む方式（ＭＭＦなど）がある。

5.2.2.2 スキーマ定義情報・スキーマ意味情報・標準概念辞書の記述様式

情報交換のため、表現形式を規定することはいずれのレイヤーも必要だが商品属性情報本体の

ようにＨＴＭＬ文法の中に埋め込まなければならないと言う制約はない。機械が読めること、人手で

も編集可能なように人も読める形式であることが制約である。スキーマ意味情報と標準概念辞書の

表現形式が同等であることは先に述べた。
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5.2.3 交換手続き

上に述べたように商品属性を構成する情報の所在をＵＲＬによって表現する場合は交換手続き

を一つに定める必要はなくなり、ＵＲＬによって表現でき実行できる手続きであることという制約に合

えば自由に使えることになる。例えば http://xxxxと書くことでhttp により取得するとすることもでき

れば、ftp://xxxxと書いて ftp により取得することもできる。

5.2.4 商品属性の保存・利用時の形式

商品属性情報を構成するそれぞれのレイヤーは交換形式では機械可読で人間にも編集可能と

いう形態になっている。保存の場合はより圧縮した形での表現が必要であり、検索の場合はリレー

ショナルデータベースに格納してインデックス生成を行う必要がある。そのため、このモデルでは、

商品属性の保存・利用時の形式については標準化せず各実装ベンダーに任せることとする。

5.3 標準概念辞書の利用イメージ

5.3.1 標準概念辞書作成シーン

標準概念辞書は、スキーマ作成とは別のタイミングで、コンソーシアムなど中立的な機関により作

成・維持されるべきである。商品の種類が増えていくに従い必要とする概念が増えたり削除されたり

される。インターネットにおいてはビジネスの動きが早く、商品属性情報の正確さは商売に直接影響

するため、標準概念辞書のメンテナンスは柔軟にかつ迅速に行われる必要がある。

5.3.2 標準概念辞書利用シーン

標準概念辞書は、スキーマ意味情報作成時と商品の検索時の両方で使われる。スキーマ意味

情報はスキーマと他のスキーマとの概念的な関係を相対的に記述する物であり、その際の参照先

として標準概念辞書が利用されることが想定される。商品検索時の利用はスキーマ意味情報の利

用と同一である。

標準概念辞書が一つでないことも想定しうることと（少なくとも言語の異なる国単位では違う）、そ

れが段階的に成長していくことから、標準概念辞書はユニークに決まる物ではないことが想定され

る。そのため、スキーマ意味情報で参照先として標準概念辞書を使う場合は、それがどの標準概念

辞書かをスキーマ意味情報から読みとれることが必要となる。このことと前述のようにスキーマ意味

情報解釈を第三者が行うことから、標準概念辞書は、インターネット上で取得可能であり、その所在

がスキーマ意味情報からトレース可能である必要がある。
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5.4 構築・運営上の参考事例

標準概念辞書の構築と運営にあたってはスキーマ意味情報の記述とさらに記述されたスキーマ

意味の解釈と処理という大きな技術上の課題がある。また、これに負けず劣らずこのレジストリデー

タベースには運営上の課題が横たわっていると考える。そこで本節では限定された専門分野とはい

え、標準概念辞書運営について参考となるであろう先行事例についての説明とコメントを試みる。

5.4.1 （財）流通システム開発センターの事例

ＪＡＮコードおよびＪＩＣＦＳのサービスの普及は、直接の当事者であるメーカー、各卸売り事業者、

小売事業者だけではなく、バーコードの普及により事業上大きくかかわりを持つ運輸業、倉庫業な

ど様々な関連業者などの大きな業務連環のなかで、各関連業界各社が主幹業務の合理化の旗印

に正面から取り組み、また政府も積極的に支援しつつ推進したことが、実現・普及した大きな要因で

あると推測できる。さらに、こうした構造的な推進以外に情報流通の速度を確保するための工夫とし

て、地域コードセンター、登録代行センター、ディストリビューター、ＪＩＣＦＳ再販業者などのデータ流

通上のノードを適宜設置し、機能提供のための動的な工夫も怠らなかったことも銘記すべきであろ

う。

本調査研究における、標準概念辞書の構築・運営においてはＥＣを主幹事業としている事業者

群がまだあまり定かではない状況下でＪＩＣＦＳと同じような静的構造、および動的運営体制を組むこ

とはなかなか難しいことであるが、積極的な利用者をうまく組織化してＪＩＣＦＳと同様の善循環サイク

ルを作らない限り実現は極めて困難な状況であることは十分理解できる。

5.4.2 Dublin　Core の事例

Dublin　Core は、電子図書館などインターネット上の多種多様な情報資源のメタデータの記述が

必要となる分野を中心に利用されているメタデータ標準のひとつで、下に示す１５の基本要素を英

語での記述をもとに定め、現在２０ヶ国以上の言語に翻訳して利用されることにより、異言語間での

検索の相互運用性を確保している。

l タイトル（Title）

l 作者または著者（Author or Creator）

l 主題およびキーワード（Subject and Keywords）

l 記述（Description）
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l 出版者（Publisher）

l 他の寄与者（Other Contributors）

l 日付（Date）

l 情報資源タイプ（Resource Type）

l 形式（Format）

l 情報資源識別子（Resource Identifier）

l ソース（Source）

l 言語（Language）

l ガバレッジ（Coverage）

l 権利管理（Rights Management）

Ｄｕｂｌｉｎ Coreにおいて注目すべきは、中間言語（実際には英語だが）を用いて異言語間の相互

運用性を確保している点もさる事ながら、１５の基本エレメントの記述をより詳細化するために

Qualifierという、サブエレメントを定義したり、構造化したデータ構造を導入したりという新しい概念

を導入するかどうかの議論を活発に行なっている点にある。

２０００年前半にはＤｕｂｌｉｎ　Ｃｏｒｅとして認め得るＱｕａｌｉｆｉｅｒをアナウンスする予定になっており、

標準概念辞書に比べればはるかに専門性の高い、使用対象が限定された分野でのメタデータ標

準化に関する議論ではあるが、サブエレメントの記述方法やデータ構造の記述方法をめぐっての

議論は標準概念辞書構築に大きな参考になると考えている。

（参考ＵＲＬ：   Dublin Core Metadata Initiative　： http://purl.org/dc/

             図書館情報大学                 　：http://www.DL.ulis.ac.jp/DC/）
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6 付帯効果・期待効果

標準概念辞書の構築とその利用拡大は、ＷＥＢ上のコンテンツがマシンアンダスタンダブルな状

態になることを意味する。そこで期待できる効果の主なところを列挙してみる。

6.1 流通プロセスへの影響

消費者が受発信する商品データがコンピュータで処理可能になるため、特定業者間（製造業者

～小売業者）で閉じていたＥＤＩによる受発注、在庫、配送などの商品管理のためのしくみが文字ど

おり製造者から購買者までの流通プロセス全体で利用できるようになる。

6.2 商品・サービスの複合化

商品提供者同士で他社の提供商品内容がコンピュータ上でも理解可能となり、その商品間の複

合化などを通して商品提供者間のアライアンスによるビジネスチャンスの広がりを大きく助けるもの

となる。

また、同様の商品の複合化はＥＣ用検索エンジンまたはＥＣ用消費者エージェントの出力として

も消費者に対して提案されることが予想され、新たな企業アライアンスのヒントを消費者の購買履歴

の分析から得ることも不可能ではなくなる。

6.3 クライアント側ソフトの機能向上

検索される方の商品情報はコンピュータに理解可能になる訳であるから、消費者側のニーズが

ディジタル化できてコンピュータ側で理解可能になりさえすれば完全な消費者側のエージェントソ

フトウェアが完成する。処理対象のコンテンツ側の歩み寄りにより、ＡＩ技術の一般的適用を実現す

る結果となる。これにより各種ＡＩ技術の積極的な適用がおこなわれ、クライアント側のソフトウェア、と

くに消費者エージェントソフトの爆発的な機能向上を促すことになる。そのため現在２社によって寡

占状態であるブラウザマーケットにも新規のソフトベンダーの積極的な参加が見込まれ、ソフトウェ

ア業界全体の底上げにもつながっていくと考えられる。
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7 今後の活動に向けて

7.1 今後の課題

この実質３年間を通した調査・研究では、２つの大きな宿題を残した。１番目は標準概念辞書構

築にあたっての最大の技術的課題である、スキーマ意味記述の提案にまでは踏み込むことができ

なかったことである。また、２番目には標準概念辞書構築に至る成功シナリオを描くにも至らなかっ

た点である。この２点を中心に今後への課題について論じる。

7.1.1 スキーマ意味記述

標準概念辞書によって登録元の異なるスキーマ定義を橋渡しするためのキーテクノロジーとして、

このスキーマ意味記述には標準概念辞書実現に向けての技術的な必須条件が込められる。

同様の研究は数多くの先人達がＡＩ研究やデータベース構築研究、オブジェクト処理研究の中

で積み重ねられてきたものだが、本調査研究の中では、新たに目的に適ったものを生み出すことも、

先人達の業績の中から発見することも適わなかった。

単なるマッピングとして実現するには、もう既に検索サイトのバックヤードで時々刻々多くの担当

者の手でメンテナンスされながら稼動しているもので、何も今更政府やＮＰＯが着手するようなもの

ではないということになる。また、標準概念辞書自身を最先端の技術で実現するにはＥＣＯＭの場

は残念ながら荷が重過ぎた。この部分の実現には真の意味での産官学民の有効なアライアンスが

必須である。

7.1.2 標準概念辞書構築・普及のシナリオ

標準概念辞書普及のための最大条件は強力な利用者が存在することである。これは標準概念

辞書構築時点でパートナーシップを組み普及活動を行なうことでしかシームレスでかつ有効な構

築・普及は望めないことを考えると至極当然であるといえる。

当調査研究前半期で述べたように、標準概念辞書構築・普及に向けて消費財製造業界各団体

各社との協力関係は言わば当然といえる。これは消費者取引が商品生産者から消費者への取引

連鎖の１つである、という認識に基づけば当然であり、個々の商品グループごとの細かいスキーマ

のメンテナンスは業界団体の協力なしでは決して進めることはできないからである。

一方、旧来の流通で言えば小売業にあたる、直接利用者に接する事業者達の中にパートナーを

見出せなかったのが標準概念辞書構築・普及のシナリオを書き上げられなかった最大の原因だっ

たといえる。今後ＥＣの普及とともに有力なパートナーを見出し、強固なアライアンスのもとに構築・
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築・普及を目指す必要がある。

7.1.3 標準概念辞書化対象

標準概念辞書そのもののあり方に関する議論を以下進めてみる。ここまで、標準概念辞書の対

象を商品属性情報に限定して考えてきたが、このような機能を持つデータベースは果たして商品属

性情報だけに限られた要求なのであろうか。

7.1.3.1 個人情報記述

消費者個人を主として商取引を捉えたとき、そもそも商品／サービスの検索とは、個人の顕在／

潜在的な欲求と、事業者側が扱う商品／サービスの属性情報をマッチングさせることに他ならない。

現在のビジネス化されている検索技術の範囲では消費者側が入力するのは、自分の欲求を商品

／サービスの属性情報項目に限りなく近く翻訳して抽出したキーワードでないとならないが、近未

来の技術革新の予見として、消費者本人の属性情報や購買履歴を蓄積し解釈することによって検

索の精度をより正確にしたり、アウトバウンドで商品／サービスを消費者個人に対して提案する形の

検索エンジン（またはこの検索エンジンを用いたビジネスモデル）にだんだん活躍の場が与えられ

て行くであろうことは想像に難くない。このような場合、消費者自身の個人情報というのはどのような

危険にさらされているのだろうか。

消費者自身が自分のＰＣにこのような個人属性情報や購買履歴、行動履歴、ほか様々な履歴情

報をすべて蓄積し管理している状態であれば比較的これによるリスクは想像しやすい。ところが、外

部の官公庁および事業者のサーバーに消費者個人の様々な情報が蓄積されている場合には、そ

のサーバーの運用環境により漏洩危険度が変化し、同じく悪用の方法やその影響度合いも変わっ

てくる。

本来、消費者側のＰＣにエージェントソフトウェアが常駐し、消費者個人の個人情報を防衛してい

る際には次のようなエージェントソフトウェアの挙動が想像できる。（事業者側がＷ３ＣのＰ３Ｐなど、

標準化された個人情報保護のための個人情報項目別の取り扱いパターンをＷＥＢ上で公開してお

り、この記述を消費者側のエージェントソフトも解釈し処理可能であるとすると、）

l 事業者のＷＥＢサイトのプライバシープリファレンス取得する。

l 消費者個人の個人情報の項目別センシティビティ確認する。

l 電子商取引上の入力要求項目毎に事業者のプライバシープリファレンスにおける取り扱い

方法の宣言パターンと消費者個人の項目別センシティビティを比較する。
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l 上記プロセスにてアンマッチがあれば、消費者側の個人情報項目別の指示に従う。

以上のプロセスを検索プロセス、またはその他の取引プロセスと並行して独立、監視し、必要に応

じて、ＰＣ上で消費者自身に指示を仰ぐ、または処理の選択肢を示して指示を仰ぐ処理であること

が望ましい。

一方、消費者の個人情報がサーバー側に蓄積されているとき、そのサーバーが個人情報保護用

のプロキシサーバーなど特殊なケースでない限り、マーチャントサーバー上で上記のような個人情

報保護を目的としたプロセスを実行するのは難しいのではないかという心配は自然であろう。

ともあれ、上に述べた消費者保護の観点から商品／サービスを取得するための手続きに関する

記述についても議論の範囲を広げる提案と同様、消費者個人の個人情報保護のために個人情報

の蓄積にあたってその記述方法にも同じ議論を適用し必要な標準化が行なわれることが必要であ

る。

7.1.3.2 取引プロセス記述

情報弱者あるいは商品／サービスの内容・取引の仕組みに不慣れな取引当事者としての個人

の消費者に対して、取引の入り口たる情報検索の場面で無闇に混乱させる検索結果を出力するこ

とは好ましいことではない。特に検索結果としてのＵＲＬがどう選ばれているのかは非常に重要かつ

取引の成否に影響を与えるため、最も適当なＵＲＬが表示されていないと消費者は最終的には取

引を完了させることができたとしてもそこまでの過程において遠回りをして無用な回線コストを負担

せねばならなかったり、その途中で誤ったフローに飛び込んでしまう事態も想定される。

例えば、ロボット型の検索エンジンにおいては集めてきたＷＥＢページについての属性項目、つ

まりＵＲＬやキーワードを抽出仕組みが基本であるため、上に述べたような検索結果を出力するに

は技術的に追加コストが発生するため必ずしも積極的に取り組むテーマではないかもしれない。し

かし、検索エンジンが適正なＵＲＬを出力することは、消費者にとって文字通り次のアクションに直結

していることだけに検索キーワードに合致した検索結果を導くのと同じかそれ以上の価値が認めら

れるところである。

そのためには本報告書で主たるテーマとしている、取引対象の商品／サービスの属性情報記述

に関する課題解決だけではなく、商品／サービスを取得するための手続きに関する記述について

も同じような考えのもとに課題解決しておく必要があることは論を待たない。何故ならこれがあって

初めてコンピュータが消費者をサポートした取引が可能になり、また、トラブルが生じた際の消費者
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者側での客観的な取引行程のロギングも可能になるからである。

ここでは、消費者保護の観点から商品／サービスを取得するための手続きに関する記述につい

ても議論の範囲を広げる提案となっているが、実際には取引行程の客観的な記録というのは事業

者、消費者問わず、またはその仲裁にあたる第三者にとっても非常に大事な役割を果たす基本的

なＥＣの構成要素といっても過言ではないかもしれない。

7.2 最後に

現在、一般にコマースサーバーと消費者エージェントとの間のやり取りが行われる上での検討課

題としては、

l 標準概念辞書の構築に代表されるような、商品情報記述上のマシンアンダスタンダブルな

商品特性の意味理解の場の構築

l 個人情報の取り扱いに関する枠組の検索ロジックへの実装

l 商取引上の細かいプロセスの商品検索ロジックへの影響

の３点が懸案になっているという認識を持っている。１点目、理論的技術的枠組は米国からの輸

入になるとしても標準概念辞書の中身そのものについては、日本のものは日本で作らなければなら

ない点において議論を急ぐ必要がある。２点目もやはり枠組はＰ３Ｐに準拠するとしても「日本にお

けるプライバシーのあり方」に議論をシフトしたときにどんな議論となりうるのかという、寝た子を起こ

して大袈裟な議論は一通り経験する必要があるのであろうか。３点目は既存の業界に対してＥＣを

滑らかに導入して行くための方法論とできるだけゆるい標準化の工夫。と、かなり硬軟取り混ぜた課

題が山積した状態であることは間違いない。

世の中の議論の趨勢としては電子決済・セキュリティという所が一般的な中、そんなテーマが一

区切りついたあとに控えた上記のような課題の解決がＥＣ普及のある時点までに議論の枠組上は

解決していないと、使用言語が日本語に限るというハンディを背負った私たちはＥＣでのビジネスの

成否についてもハンディを負ったままになってしまい、ＥＣが２１世紀のビジネスの基本だとするなら、

２１世紀の日本は少なくともＥＣではウダツのあがらない国になってしまうし、そうなって欲しいと願っ

ている人達は実は多いのではないか。

そんな意味でもそろそろ日本でも長期的な視野で国家的な利益に立ってボランタリーな活動を

行う、またはこれを支える場を作っていく、そんな意識も携えながら調査研究に勤しんでいく所存で
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ある。

最後に、この調査研究に関し多大なご協力とご指導を頂戴したみなさますべて、特にＥＣＯＭビ

ジネスプロセスＷＧの委員の方々に心からの感謝を表し報告書の結びとする。
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